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1.は じ め に

 カ メル ー ン中西 部 のバ ム ン民族 社会 で は,毎 日の よ う に,油 ヤ シ と ラ フ ィア ・ヤ シ

に で くわ す。 自生 して い る油 ヤ シや ラフ ィア ・ヤ シも よ く観 察 され る し,こ れ らの 産

物 や製 品 に も毎 日で あ う。 そ こで,本 稿 で は,バ ム ンの 日常 生 活 や 日 々の生 計 維 持 の

経 済 生 活 か ら,非 日常 の宗 教 生 活,そ して 王権 の政 治 制 度 に い た るま で,油 ヤ シ と ラ

フ ィア ・ヤ シ,特 に ラ フ ィア ・ヤ シの 文 化 が これ らとい か に 密 接 に か か わ り,バ ム ン

の生 活 の意 味 と価 値 を規 定 して い るか,に つ いて 考 察 して い こ うと 思 う。 前半 の2章,

3章 で ヤ シを め ぐる経 済 ・宗 教 文 化 を扱 う。4章 か ら,特 に ラフ ィア ・ヤ シの ヤ シ文

化 が,王 権 とい う政 治 制 度 とい か につ なが るの か,そ れ が 国家 形 成 や地 方 支配 と いか

に結 び つ くの か,さ らに は,現 代 の 国 民 国家 の なか で ラ フ ィア ・ヤ シを 中心 と した ヤ

シ文化 が いか な る形 を な し,い か な る意 味 を もつ の か,と い っ た問 題 を考 察 して い こ

うと思 う。

*神 奈川大学外国語学部

377



国立民族学博物館研究報告別冊 12号

2.ヤ シ を め ぐるバ ムンの経 済 生 活

 1) 油 ヤ シ を め ぐ る 経 済 生 活

 油 ヤ シ(shin tugn)は,バ ム ンの 食生 活 の根 幹 を な して い る。 そ れ は,こ の油 ヤ シ

が バ ム ンの 主 食 ペ ン(P2n)の 油 に よ る味 つ けや,他 の食 事 の ほ とん どすべ て の 味つ け

に 関 わ るか らで あ る。 実 際 の 調 理 や料 理 に つ か うの は,こ の 油 ヤ シか らとれ る油,ヤ

シ油 で あ る。 で は,ヤ シ油 の製 造 法 か ら説 いて み よ う。

〈 ヤ シ油 製 造法 〉

 ヤ シ油 を つ くる工 程 に は,ほ とん どが 女 性 か 子供 が関 わ るが,一 番 最 初 の 油 ヤ シの

採 取 に つ い て は,村 の青 年 や 家族 の主 人 が た ず さわ るの が 普 通 で あ る。 それ は,十 何

メ ー トル もあ ろ うか と い う高 樹 に登 る ことが 危 険 な労 働 だ か らで あ る。 家 屋 の 近 くに

植 え られ て い る比較 的低 い樹 高 の 油 ヤ シに は,一 家 の主 人 が 登 って,刀 で 油 ヤ シの 実

を 切 り落 とす 。 だ が,樹 高 の高 い 油 ヤ シの場 合 に は,青 年 に い くば くか の労 質,例 え

ば マ ゲ ン フ ァ村 で は50CFAフ ラ ン(約35円)を 払 って,登 って 採 って も ら う ことが

多 い 。 この 時,木 登 りの道 具 と して使 用 す るの が,こ れ も ラ フ ィア ・ヤ シ製 の木 登 り

具 で あ る(写 真1,2)。

 油 ヤ シの 木 に 登 り,実 を切 り落 とす(写 真1)。 この実 をバ ム ン語 で トゥ ・ヴ ィ ッ

ト(tugbit)と 呼 ぶ 。 トゥ ・ヴ ィ ッ トの大 きな実 に は,小 さ な実 ・ヴ ィ ッ ト(gbit)が 数

十 個 つ いて い る。 これ を ナ イ フで も って そ ぎ お とす 。 この ヴ ィ ッ トを,今 度 は,メ ン

写真1 労賃 を支払 って高樹の油ヤ シの実をとって もらう
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ケ(膨 ηんの と呼 ばれ る,川 の浅 瀬 や岩 場 に持 って

い く。 そ して,こ れ を岩 場 で踏 み つ ぶ す ので あ る

(写真3)1)。 この 踏 みつ ぶ し作業 は,子 供 の仕 事

で あ る。 この作 業 の 時 に,体 の バ ラ ンス を と る為

に使 用 す る天 坪 棒 は,や は り,ラ フ ィア ・ヤ シ製

の棒 ク ンバ(肋 励 α)で あ る。 こ う して ヴ ィ ッ トを

踏 み つ ぶ す と,皮 が破 れ,縫 維 の シ シ ャ(shisha)

写真2 ラフ ィア ・ヤ シ製の木

    登 り具

と,核 ヴ ァ(gba)と に分 か れ て,果 肉 は岩 場 の 水 に混 入 して い く。 この 川 水 と果 肉 の

混 入 水 を大 切 に確 保 して,こ こか ら油 ヤ シを と る の で あ る。 油 を し っか り抽 出 す るた

め に,こ の果 肉 の混 入 を容 器 で 何 度 とな くす くって は落 と して ア ワを たて る。 こ う し

て,可 能 な限 り油 を採 りや す くした 水 を 家 に 持 ち帰 る。 そ して,こ の混 入 水 を 煮 沸 し

て,油 を 浮 きた た せ て これ を 採 る。 こ う して,ヤ シ油 グ ワ ッ ト(gwat)が 採 油 され る。

 ヤ シ油 は,高 温 だ と透 明度 の高 い黄 色 だ が,冷 め る とむ しろ赤 色 を帯 び る。 これ が,

1・51ビ ンに つ め られ て 市場 や道 路 わ きの 露 店 の 台 に並 べ られ売 られ るの で あ る。1.51

写真3 川の岩場で油ヤシの実を踏みつぶす作業

1)石 沢誠司の報告によると,ガ ーナでの油ヤ シの利用法は,同 じギニァ湾岸 のカメルー ン ・バ

ム ン族 における利用法 と少 し異 なる。油 ヤシの核(パ ーム核)を 料理する伝統的料理法は見あ

た らず,油 製精 の工場に運ばれる点で似か よっている。油 ヤシの実か らヤ シ油を採るの は同 じ

だが,ガ ーナで は,水 場に行 って油 ヤシの実を踏むバム ンのよ うな方法 はとらず,長 時間煮 て

す ぐに撹拝 して油を とっている。バ ムンの場合は,水 場(メ ンケ)で の実踏み作業が重要な位

置を占めている([石 沢 1987:570-573]参 照)。
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表1 油 ヤシ(Shin Tugn)・ ラフィア ・ヤシ(Shin Kaara)と 衣食住

油 ヤ シShin Tugn一 女 ・衣 ・食

  (1)実 gbit

一 ・一 、bi・<

        ＼

①gb・ パル ミスの核 く 鴇k
、35fCFA

② ・w…'k'シ 油 く 鯛1
.seビ ン2。。fCFA

③shisha繊 維 一一 一 一一一 レ燃 料一
            女 。子 供 の作 業 ・仕事

 (2)樹皮Laa Tugn紐

 (3)枝 Kyukyu   燃 料

  (4)葉脈ST Tugn   細 紐 → 袋 ・帽 子 ・服

      ((2)(3)(4)=・ 女 ・子供 の 作 業)

ラフ ィア ・ヤ シShin Kaara一 男 ・衣 ・住

一 一 く 齢 一 …
一一 一

          男 の 作業 ・仕 事

(2)幹KamZu-一 一 レ 椅 子 ・ベ ッ ド ・戸 ・窓 ・天 井 ・屋 根 ・壁

          ハ シ ゴ ・物 干 し ・ゴザ ・楽 器一
(3)幹の 皮Laa Kaara

(4)葉脈ST Kaara

男の作業 ・仕事

    建材紐く
    カゴNki6

(男の仕事)

細紐 → 袋 ・帽子 ・服

ビンの ヤ シ油 の値 段 は,200フ ラ ン・CFA(約150円;1983年 現 在)で あ る。 この ヤ シ油

は,バ ム ンの多 様 な料 理 ・調理 に頻 繁 に使 わ れ る。 主 食 の練 りダ ンゴ,ペ ン(ρ剃 を,

この ヤ シ油 に 浸 して 食 べ る とい う,最 も簡 単 な食 べ方 さえ あ る。 トウモ ロ コ シの粉 や

根 菜 類 の粉 を お湯 とヤ シ油 で とぎ,バ ナ ナの 葉 で くるん で 蒸 し綜(ち ま き)(肋 紛 に

す る とい う料 理 も,常 食 に近 い頻 度 で現 わ れ る もので あ る。

 以 上 の よ うに して,'ヴ ィ ッ トの 実 か ら,核 の ヴ ァ,繊 維 の シ シ ャ,そ して ヤ シ油 の

グ ワ ッ トの三 つ が 抽 出 さ れ る(表1)。 シ シ ャの繊 維 は,燃 料 と して 使 わ れ,捨 て ら

れ る こ とは な い。 ヴ ァの核 は,こ れ ま た経済 価 値 を もつ。 核 を石 な どの 硬 い物 で た た

くと,中 に さ らに 中 心核 が あ るが,こ の中 心核 も人 び とは ヴ ァと 呼ぶ 。 この ヴ ァを ま

と めて市 の 日 に来 る商人 の と ころ に 持 って い くと,lkg 35フ ラ ンCFA(約25円)で

売 れ る(写 真4)。 ヤ シ油 と と もに,フ ラ ンス語 で いえ ば パ ル ミス と呼 ぶ,油 ヤ シの 実
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の核 ・ヴ ァは,農 村 の なん で もな い家 庭

領 域 と商 品経 済 とを 結 ぶ,重 要 な手 段

に な って い る。 しか も,ヤ シ油 も核 も,

これ を採 取 し管 理 し売 るの は,ほ とん

ど の場 合,女 性 で あ る。 女 性 が 貨 幣経

済 とつ な が る生 活 の 鍵 が こ こに あ る。

 バ ム ン族 の 場 合,そ の家 族 形 態 は,

一 夫 多妻 を 許 容 す る もの で あ る
。 家 屋

形 態 も,夫 の 家 屋 を 中心 に,そ の 前 に

広 が る庭(ブ 磁)を 両脇 か らは さむ 様 に

コの字 型 を な して,複 数 妻CO-wives

の家 屋 が 位 置 して い る。 そ して,子 供

た ち は,自 らの家 屋 で母 と と もに暮 ら

す 。 経 済 単位 も,母 とそ の 子供 た ちが

セ ッ トに な る。 したが って,子 供 は,

父 の 命 に よ って 労 働 や手 伝 い に たず さ
写真4 市 場で油 ヤシの核 ・ヴ ァが売買 され る

わるが,そ れ以上に,母 や同母兄弟 ・姉妹を支えるために働 く。女も子供 も,自 らの

家屋経営体の為に働 く。父は,妻 間に過不足が生じないように,複 数妻のそれぞれの

家屋経営体を援助する。 経済的にも心意的にも,こ のような母 子共 同体が生じてい

る。だから,母 も市場にでて,ヤ シ油やヴァの油核を売るのである。子供も,そ れを

手伝い,メ ンケの水場にでてヤシ油の実踏みの作業を したり,母 に命じられて,市 場

にヴァを売 りに行 く。金銭経済につながり得る,手 ごろな,し かも女子供にでも手が

届 く所にあるヤシ油と油核は,上 のような家族経済の形態と密接に結びつきあってい

る。

〈油ヤシの核 と商品経済〉

 油ヤシの核ヴァは,ヤ シ油の商品価値 と比べると,そ の現代的商品性の価値は,数

段上のものとなる。ヤシ油は,市 場で売買されようとも,各 家庭の食生活のなかで消

費されていく。一方,ヤ シ核のヴァは,市 場で商人に売 られるが,こ れがさらに地方

中心都市や大都市の石ケン工場に集められ売られてい く。ヤシ油は,地 域文化の経済

のなかにあるが,ヤ シ核は,大 都市経済や国家経済の仕組みのなかにある。そこで,

「利潤」や商品経済の視点で,油 ヤシ(特 にヴァの核)の 流れを見てみよう。

 ここでは,第 一に女の経済,第 二に商人の経済,そ して最後の第三に石ケン工場,
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表2 油 ヤ シ を め ぐ る 経 済 生 活

汝の経済 商人の経済 石ケ ン工場

油ヤシの実を とってもらう

 50fCFA支 払

パル ミス1kg35fCFA   35fCFA購 入   50fCFA売 却

         翫ill}畷
        金Malantuen

l回5～6kg          1袋70～80kg

  平 均200fCFA       ex.4400kg                      220000fCFA

月4回700 一一 800fCFA

行動域 村 々 バ ムン県の市(街) パ フサ ン(州 都)

生 業 農 業 商 業 工 業

部族 ・伝統経済 「市 」 が 連 結 国民経済

部族本位制社会 国民本位制社会

とい う三段 階 が認 め られ る(表2)。 ま ず第 一 段 階で あ る。 主 婦 は,油 ヤ シの 実 を と

って も ら うた め に,青 年 に労 賃50フ ラ ンCFA支 払 う。 切 り落 と して も らった トゥ ・

ヴ ィ ッ ト2～3個 か ら,ヴ ィ ッ トの実,そ して ヴ ァの核 へ と採 って い って,最 終 的 に

は,平 均5～6kgの ヤ シ核 を手 に 入 れ る。 市 場 に 持 って い くと,核 は, l kg35フ ラ

ンCFAで 売 れ る。 した が って,5～6 kgだ か ら約200フ ランCFAほ どを 週 に一 度

の 市 で 手 に入 れ る。150フ ラ ンCFAほ どの も うけ で あ る。 自分 の家 屋 の敷 地 内に あ

る油 ヤ シな らい い が,他 者 持 ちの 油 ヤ シな ら,ト ゥ ・ヴ ィ ッ トー 個 に50フ ラ ンCFA,

ヴ ィ ッ トが 沢 山 つ いて いて 高 い 時 に は100フ ラ ンCFAを 払 う。 この時,利 潤 はた っ

た の50フ ラ ンCFAだ 。 そ れ で も,女 の 家 庭 経 済 か らすれ ば,現 金200フ ラ ンCFAが

入 って くる こ とが あ りが た い こ とな ので あ る。 週 一 回 の市 を月4回 活 用 す ると して,

一 月 に700～800フ ラ ンCFAと い った 現金 入 手 の勘 定 とな る。

 こ のヴ ァの ヤ シ核 を,市 を 集 散 地 と して 集 めて い るの が 商人 で あ る。 これ が第 二 段

階 で あ る。 バ ム ン商人 は,バ ム ン県 に あ る市 を 回 って,ヴ ァを 買 い集 め る。 た とえ ば,

マゲ ンフ ァ村 の 商 人 ア ダ ム は,バ ム ンの地 に あ る諸 市 を,火 曜 は ン ジモ ム村 の市,木

曜 は マ コモ 村 の 市,金 曜 は マ ラ ン トゥア ン町 の市 と回 って,ヤ シ核 を 集 め る。1kg 35

フ ラ ンCFAで 買 って,1袋 に70～80 kgの ヴ ァが入 る(写 真5)。 これを,ン ジモ

 いち
ム市 で20袋,マ コモ 市 で10袋,マ ラ ン トゥア ン市 で30袋,購 入 して,合 計約4,400kg

の ヤ シ核 を手 に入 れ る。 これを 今 度 は,カ メル ー ン西 中部 地 区 の 最大 都 市 バ フサ ンの
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写真5 一袋 に70～80kgの 油ヤ シの核が入 る。 こζか ら石 ケン工場に運ばれ る

石 ケ ン工 場 に 売 却 に い くの で あ る。 そ し て,こ こ でlkg 50フ ラ ンCFAで 売 る。

lkgに つ い て15フ ラ ンCFAの 利 益 で あ る。 こ う して,22万 フ ラ ンCFAを 手 に 入 れ

た。 こ こか ら,ト ラ ック維 持 費,オ イル 代 ・輪 送 費 等 の 必 要経 費 を ま か な うの で あ る。

 この よ う に して 第 三段 階 まで 辿 り着 く。 こ う して み る と,ヤ シ核 ヴ ァの フ ロー は,

第 一 段 階 か ら第三 段 階 まで,r女 の経 済 」 「商 人 の経 済」 「石 ケ ン工 場 」 とわ た るな か

                       いち
で,行 動域 ・生活圏としては,村 々からバムン県の市や街,そ して州都パフサンへと

展開 ・拡大 している。生業レベルでは,手 間をかけない伝統農業か ら地域的商業,そ

して国家を支える工業へとつながっている。また第一 レベルと第三 レベルの 「部族 ・

伝統経済」と 「國民経済」を,ヤ シ核ヴァの 「市」が連結 している。つまり,油 ヤシ

が,部 族本位制社会と国民本位制社会とを接続 しているのである。

〈油 ヤ シの そ の他 の用 途 〉

 油 ヤ シ(shin tu.an)の 葉 皮 ラ ー トゥグ ン(laa tugn)は,は い で 網 み,組 み紐 にす る

(写真6)。 ラー トゥグ ンの紐 は,日 常生 活 に活 用 され,た とえ ば,子 供 た ちが燃 料 の

小 枝取 りに 出 か け る時,持 参 して 集 め た枝 を 束 ね るの に使 用 した りす る(写 真7)。

ま た,枝 に あ た る キ ュ キ ュ(切 切)も,捨 て な い。 燃 料 と して 活 用 す る(図1)。 さ

らに・ 葉 脈 シー トゥグ ン(∫ittcgn)は,伝 統 的 に は,よ って 細 紐 を つ くり,・これ で 袋 や

帽 子 ・服 を 網 ん だ とい う。

 これ ま で に述 べ て きた作 業 に は,こ とご と くと い って よ い 位,女 性 と子 供 が か か わ

って い る。 油 ヤ シの実 を と って も ら う主 体 は,主 婦 で あ る
。 この な か か ら核 を と り出

す作 業 は,母 の命 令 を うけ た子 供 が や るの が 普 通 で あ る。 永場 で踏 む作 業 を す るの も,
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写真6 油 ヤ シの葉皮(ラ ー トゥグン)で 組紐づ くり

             いち

母の命をうけた子供である。市に持参 して売却するのも女性か子供である。油を沸き

ださせて,食 用に使い料理するのも,もちろん女性である。葉皮からラー トゥグンの紐

を作るのも,葉脈を網んで細紐を作り袋をあんだりするのも,女性の仕事である。この

ように,油ヤシをめぐる生活には,日常生活であれ食生活であれ経済行為であれ,こ と

ごとく女性と子供が関与して くるのである。 このことは,後 に,油 ヤシが女性という

「性」一ジェンダーと象徴的に結びつく,文化的意味にも発展することになるのである。

写真7 油ヤシ製の組紐を使った小
    枝とり

図1 ラフィァ ・ヤシのカ ムズで料理棒にす る。

   燃料は油 ヤシの枝である
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         写真8 湿潤地 に群生 して いるラフィア ・ヤ シ

で は次 に,ラ フ ィア ・ヤ シは ど うで あ ろ うか。 ラフ ィ ・ヤ シを め ぐる生 活 を 眺 め よ

う(表1)。

 2) ラ フ ィ ア ・ヤ シ を あ ぐ る 経 済 生 活

 ラフ ィ ア ・ヤ シ(shin kaara)は,比 較 的

水 分 の多 い湿 潤 地 に群 生 して い る。 山 合 の

谷 間 や 泥 地 の よ うな所 に 分 布 して い る (写

真8)。 バ ム ン族 が生 活 す る領 域 バ ム ン県 で

は,い た る所 に見 られ る。 か つ て 泥 湿地 で今

は乾 燥 して い る谷 間 の傾 斜 地 な どに も,ラ フ

ィア ・ヤ シは繁 生 して い る。 したが って,村

む らを 歩 い て い る と,頻 繁 に ラフ ィア ・ヤ シ

に 出会 う。 子 供 た ちは,こ の葉 を ち ぎ った り

して 遊 ぶ こ と もあ る。 ラ フ ィア ・ヤ シは,油

ヤ シと と もに,そ れ ほ ど生 活 に密 着 して い る

(写真9)。

 ラフ ィア ・ヤ シで は,幹 に あ た る カ ムズ

(kamati)と 呼 ばれ る部 分 が,最 も利 用 価 値 が

高 い。 フ ラ ンス語 で ラ フ ィア ・バ ンブ ー と呼

写真9 ど こにで も自生 している ラフ ィ

   ア ・ヤシ。 日常生活 に密着 して

   いる
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写真10 ラフィア ・ヤ シの幹(葉 柄)カ ムズで天井を造 る

ば れ て バ ンブ ー 一竹 の よ うに 真直 ぐ伸 び て い る こ とか ら,住 生 活 にか か わ る建 築 材 に

使 わ れ る こ と が多 い。 で はま ず,家 屋 建 造 に ラ フ ィア ・ヤ シが どれ ほ ど活 用 され るか

見 て み よ う。

 今 日で も必 ず と い って 良 い くらい ラフ ィア ・ヤ シが使 わ れ るの は,天 井 組 み に で あ

る。 天 井 は バ ム ン語 で テ ィタ(痂 の と呼 ばれ る。 天 井造 りに,ラ フ ィア ・ヤ シの幹

(葉柄)カ ム ズ が使 わ れ るの は,形 状 の直 線 形 と,重 量 の軽 さ と,材 質 の そ の 細 工 し

易 い軟 度 の た めで あ る。 天 井 造 りは,幹 の カ ムズ(単 に ズ と い う こ と もあ る)を 縦軸

に網 の 目状 に組 ん で 行 う.(写 真10)。 カム ズ に は,幹 の 横 断面 が 円状 の カ ム ズ と,半 円

状 の ピエ ク ップ(piekuP)と の2種 類 が あ る。 ピエ ク ップ は角 が とが って い るの で,竹

製 の クギ 翻 解 ひ もで 結 び

と夢 る と き,紐 が切 れ 易 い。

そ こで,ピ エ ク ップ は角 切 り

を行 う。 した が って,建 材 と

して は,ピ エ ク ップ よ り カ ム

ズ の方 が 良質 とい え る。

 マ ゲ ン フ ァ村 の家 屋 建 造 の

例 を紹 介 し よ う2)。 こ の 新

築家 屋 の 場 合,縦 サ ー ケ リ

(Sakeri)と 横 ガ ー ケ リ(gdikeri)

が,そ れ ぞ れ8メ ー トル と9

写真11 3段 の ラフ ィア ・ヤ シの幹 カムズを竹釘でつ

    きさ し,油 ヤ シのラー トゥグン紐で結ぶ

2)バ ム ン族 に家屋建造方法の詳細については,[和 崎 1979]を 参照。
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写真12一 本ずつ ラフ ィア ・ヤシの幹(カ ムズ)を 埋めて天井が完成

メ ー トル だ った 。 まず,長 く8メ ー トル の長 さを 充 た す,で きる限 り真直 ぐな カ ム ズ

の ラフ ィ ア幹 を20本 選 ぶ 。 そ して,こ の20本 を ま ず 壁 の 上 の縦 のサ ー ケ リに等 間 隔 に

配 列 す る。 こ の上 に,横 棒 を32本,等 間 隔 に並 べ る。 た だ,実 際 に は9メ ー トル に 及

ぶ カ ムズ はな か った ので,2本 を紐 で しば って1本 と し,合 計64本 の カム ズ で,32本

分 の横 棒 とす る。 さ らに この横 棒 の 上 に,縦 棒20本 を も う一 度 等 間 隔 に の せ る。 横棒

を上 下 の 縦 棒 で は さむ よ うにす るの で あ る。 こ う して,3段 に な った 縦横 の カ ム ズ を,

竹(ナ ー ナ:η 侃の 製 の く ぎ ・ヴ ェ ン(乙吻 でつ き通 し,先 に述 べ た油 ヤ シ製 の 紐 ラ ー

トゥグ ンで これを ゆわ い つ け て 固定 す る(写 真11)。 こ う して 出 来 上 が った 天 井 テ ィ

タ の 骨格 に,今 度 は その 間 隙 を埋 め るべ く,4本 か ら5本 の カ ム ズ を入 れ て い く。 こ

写真13王 子格 ンジの家の天井。 カムズで様式美を造 りだす
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の時 も,長 いカ ム ズ は も う 使 い切 っ

て 無 いの で,両 脇 か ら1本 ずつ2本

の カ ムズ を 埋 め て い くので あ る'(写

真12)。 こ う して,バ ム ンの 伝統 的

で 最 も典 形 的 な天 井 が で きあ が る。

 村 む らの家 屋 や 王都 の 一 般 民衆 の

家 屋 は,こ う して 造 られ る が,王 都

の 貴 族(njinjilie)や 王 宮 の 付 属 設 備

とな る と,よ り洗 錬 され た 形 態 と様

式 を もつ こと に な る。 た とえ ば,王

都 フ ンバ ンに居 住 す る 街 区 の 長 で

「王 子 」 格 の タ イ トル,ン ジ@の を

もつ 者 の 家 屋 の 天 井 は,た だ単 に ラ

フ ィ ァ ・ヤ シの カ ム ズを 使 って い る

ば か りで な く,ま た これ らを単 純 に

縦 横 に 組 む ので もな く,長 方 形 の 模

様 を は め こ む 様 式 美 を 誇 って い る

(写真13)。 これ が王 宮 設 備 の 一 部 と

な る と,カ ム ズの幹 を 使 い な が ら,

様 ざ ま な工 芸 の粋 を 集 め る形 で天 井

・屋 根 部 分 が 造 られ て い る (カ ラ ー 図2 バムン現代家屋の屋根の構造

写真14 ラフィア ・ヤ シの幹でつ くられ た屋根の骨格
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写真15屋 根の側面枠 もカムズで組む。西中部 カメル

    ー ンー帯 にこの技術が見 られ る。 (写真は,

    西カメルーン ・テ ィカール族の もの:下 休場

    千秋氏写真提供)

写真16 エ レフ ァン ド・グラスの ワ

    ラを 内部構造材の側面枠 に

    ふきつ ける。(西 カメルー

    ン ・テ ィカール族 の もの:

    下休場千秋氏写真提供)

写 真1)。

.建 築 構 造 上,天 井 と係 わ り.この上 に の る 形 と な る屋 根 ・ドゥム ダ ップ(derm daP>に,

注 目 しよ う(図2)。 最 近 とみ に,ト タ ン製 の屋 根 が 増 え,そ の 重 量 を 支 え るた め に,

硬 質 の 木材 が屋 根 の構 造 材 に使 わ れ る よ うに な って い る。 だ が,伝 統 的 な屋 根 の 建 造

に は,ま だ ま だ多 くラ フ ィア ・ヤ シの 幹 カ ム ズが,活 用 され て い る(写 真14)。 先 ほ

ど も述 べ た よ うに,カ ム ズ は軟 質 のた め,屋 根 ふ き材 に グ ワッ ト(ηεωαり と呼 ば れ る

エ レフ ァン ト ・グ ラス の乾 燥 ワ ラを 想定 して い る時 に,こ の カ ム ズ の屋 根 が 登場 す る

写真17バ ム ンの最 も伝統 的な壁様式。 ラフィア ・ヤ

    シの幹(カ ムズ)がX字 型に使 われ る

こ とに な る。 そ の意 味 で,硬

材 と トタ ン屋 根,ラ フ ィア ・

ヤ シ製 の屋 根 の 骨格 と ワ ラぶ

き屋 根 は,そ れ ぞ れ ワ ン ・セ

ッ トに な って い る。 写 真14を

見 て も明 らか な よ う に,梁

(シ ェ ッ ト ・マ トゥ∫ん麗 η2漉の

も 桁(シ ェ ッ ト・マ ン ダ ム

sl.et mandam)も,棟 木(マ ン

トゥ ・ ド ゥ ム ダ ッ プ 彿伽 伽

ndumdap)も 真 東(キ ミkimi)
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も,騨 棟(タ ー ン ・ダ ップ'α 忽 ψ)も 垂 木(プ ウ ァ ンカ クωα磁 の も,す べ て ラ フ ィア

・ヤ シの カ ム ズで 組 みあげ る
。

・ こ う して で きた 屋 根 の 骨 格(内 部 構 造 材)に,ワ ラを ふ く側 面 ・斜 面 の 枠 づ くりを

行 うが,こ れ も当然 の こ とな が らカ ムズ で 組 む。そ して,こ れ に エ レ ファ ン ト ・グ ラ

ス の乾 燥 ワ ラを 結 び つ けて い くので あ る。 そ して この側 面 枠 を屋 根 の 骨 格 に 結 びつ け

て,ワ ラぶ き屋 根 が で きあ が る(写 真15,16)3)。

 次 に壁 に 注 目 しよ う。 最近 で は,日 干 し レ ンガ で 家 屋 の壁 をつ くる こ とが 多 くな っ

た の で,壁 面 に ラフ ィ ア ・ヤ シの幹 カム ズ を使 用 す る機会 が め っ き り少 な くな った。

だ が,伝 統 的 な壁 造 りと な る と,や は りカム ズ を活 用 す るの で あ る。 カ ム ズをX字 に

交叉 す る よ うに何 重 に も組 ん で い く。 そ こに,こ の 地 に い くらで も とれ る赤 土 と ワラ

を ま ぜ た粘 土 を た た くよ うに ふ きつ けて 壁 を 固 あ るので あ る(写 真17)。 こめ 種 の カ

ムズ の壁 面 は,カ メル ー ン 中西部 の バ ム ン,バ ミ レケ の 両 部族 地 域 に伝 統 的 な もので

あ る。 バ ミ レヶ の諸 チ ー フダ ム(chiefdom首 長 領)で は,今 で も この ラフ ィア ・ヤ シ

の 幹 に よ る壁 面 づ くりが 主 流 で あ る とい って よ い だ ろ う。

 この他 に も,家 屋 建 造 物 と して は,た とえ ば,窓 や 扉,引 き戸 な どが,カ ム ズ で造

写真18 ラフ ィア ・ヤシの幹カムズは窓や戸 に

    使 われ る

写真19 ラフ ィア ・ヤ シの幹 カ

    ムズ製の引き戸

3)下 休場千秋 は,バ ム ン族 に隣接す るカメルー シ ・バ メンダ高原のテ ィカール族の住

く調査 しているが,こ こでも,ラ フィア ・ヤシの葉柄(本 論の筆者のタームでは幹 力

充分 に活用 して家屋を造 っている[下 休場 1987:62-66]。 こう した ラフィア ・ヤシ

様式 は,か な り似かよ ってバ メンダ高原一帯に分布 している。また広 く西アフ リカに

も,ラ フィア ・ヤシを利用 した家屋建造法 が,例 えば川 田順造が報告 したオー トボル

ルキナファソ)の 例に も見 られ るように[川 田 1971],広 範 に分布 してい ることが半
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られ る(写 真18,19)。 部 屋 の な か で

使 用 す る椅 子 や ベ ッ ドも,ラ フ ィァ ・

ヤ シの カ ムズ製 で あ る(写 真20,21)。

椅 子 は,4脚 の もの も3脚 の もの も造

られ る。 椅子 といえ ば,王 都 に お いて,

王 宮 広 場 クエ ン ジ ャ(ktt-Ptenj'aa)で 王

権 儀 礼 が行 わ れ る時,玉 座 とな る椅 子

は,こ の儀 礼 が伝 統 性 の意 味 を 強 め れ

ば 強 め るほ ど,ラ フ ィア ・ヤ シ製 の 椅

子 が使 用 され る。 も ちろん,村 む らに

あ る,あ る い は一 般 民衆 が 使 うカ ム ズ
写真20 ラフ ィア ・ヤシの幹 カムズ製の イス

製の椅子と基本構造は同じであるものの,こ こで使われる玉座は,そ のカムズに様ざ

まな細工や模様 ・着色などが施 されている点が異なっている。一般バムン民衆が使う

カムズ製の椅子でも,竹 のように丸味を帯びた生地をそのまま活か して組む場合 と,

断面でいえば四方向から円周を切って真四角に・して,こ れを組み易 くして造った椅子

とがある。

 ラフィア ・ヤシの幹の棒カムズの用途は本当に広い。日常生活で広 く使われる。カ

ムズが棒状であることから,物 干 しザオに使われる(写 真22) 。また先端を細工 して,

カギ型に曲げ,こ れで樹上にある実をとる 「果実とり」 の器具 に利用したりもする

(写真23)。 さらにカムズの棒の先に刃をつけて,バ ナナなどの束とりに使いもする

(図3)。 カムズの棒は用途が広い。 食生活上きわめて重要な役割をカムズが果たす。

写 真21 ラフ ィア ・ヤ シの幹 カム ズを ひい た ベ ッ ド
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写真22 ラフ ィア ・ヤシの幹 カムズを利用 した物干 しザオ

写真23 ラフィア ・ヤ シの幹 カムズを利用 した果実 とり

写真24ヤ シ油を ラフ ィアの棒で まぜる婦人

   図3

カみズ製の果実 と

り。 これで突 いて

とる

それ は,バ ム ンの 常食 ペ ンの練 りだん ごを料 理 す る時,そ の最 も基 本 的 で枢 要 な料 理

棒 とな るか らで あ る(図1)。 この図1の よ うに,燃 料 と して しば しば 用 い られ るの が ・

上 述 した 油 ヤ シの枝 に あ た るキ ュキ ュで あ る。 油 ヤ シ との 関連 で い え ば,ラ フ ィア の
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カ ム ズ製 の 料理 棒 は,油 ヤ シ製 の ヤ シ

油 を混 ぜ て 調 理 す る と きに も使 用 す る

(写 真24)。 カ ム ズ は,ハ シ ゴや ハタ 織

り機 に も利 用 され,そ れ らの 製 造 法 は

互 いに ほぼ 同 じ で あ る と い って よ い

(写 真25)。

 生 活 用 具 の なか で は,タ ワラ ク ワラ

(ktvarakωara)と 呼 ばれ る ゴザ の 造 り

方 に,特 色 が あ る。 ゴザ 造 りに 際 して

は,カ ム ズ の 表面 を お お う竹 の よ うに

光 沢 を 放 つ 表皮 を 利 用 しな い。 む しろ,

この 表 皮 を み な 削 り取 って,な か にあ

る 白味 を帯 び た繊 維部 分 を活 かす 。 こ

れ を,さ らに3～4本 に分 割 す るの で

あ る。 こう して,細 くな った カ ムズ の

中 味 を横 に並 列 して 何 十 本 もな らべ て

写真25 ラフィア ・ヤ シの幹 カムズでつ くっ

    たハタ織 り機

い き,こ れ を 油 ヤ シの ラ ー トグ ンの 紐 や,き り削 った カ ム ズ の 表皮 で で きた ラー カ ー

ラ(伽 ゐααγの の 紐 で,つ な ぐ。 この よ うに して,ク ワラ ク ワラの ゴザ がで きあ が る

(写真26,27)。 この ク ワラ ク ワラの ゴ ザ の用 途 は,こ れ ま た広 く,日 常 と非 日常 の

ケ とハ レの生 活 に様 ざま に 使 用 され る。 経 済 生 活以 外 の用 途 も説 明 して お こう。

写真26 ラフ ィア ・ヤ シの幹を何本 にも細 く切 って ゴザ

    (ク ワラクゥラ)を つ くる

393



国立民族学博物館研究報告別冊 12号

写真27豆 類を干す ク ワラクゥラの ゴザ

 ク ワラ ク ワラは,基 本 的 に ゴ ザで あ るの で,住 空 間 の な かで,ま ず敷 き物 と して使

わ れ る。 寝室 の なか な どに,地 面 に地 足 が 直 接 つ い て よ ごれ た り しな い よ う敷 か れて

い る こ とが あ る。 食 生 活 で も,豆 類 や穀 物 を 乾 燥 させ る天 日干 し用 の ゴザ とな る(写

真27)。 ク ワラ ク ワラの ゴザ は,土 が つ か な い とい う物 理 的 な 浄性 を もた らす と同時 に,

宗 教 的 な意 味 と して も浄 性 や 非 日常 性 を も た らす 。 例 え ば,王 都 フ ンバ ンの 中 心 モ ス

ク や,街 々や村 に あ る小 モ ス クで は,コ ー ラ ンの祈 りを棒 げ るた め の祈 りの 敷 き物 に

こ の ク ワラ ク ワラが使 わ れ る。 ま た,こ う した イス ラム教 寺 院 と して の モス クが,コ

ー ラ ンを 教 え るマ ドラサ の 教室 と な る と き も,ク ワラ ク ワラが敷 か れ る。 コー ラ ンが

地 面 に直 接 おか れ る こと はな く,こ の ゴザ の上 に置 か れ て ひ ろげ られ る ので あ る(写

真28)。

写真28街 の小 モス クで使 われ るクワラク ワラのゴザ
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職 腰懸'蛍灘

写真29 コーラン読 了儀礼の場を囲む クゥラクワラの ゴザ

 この ク ワラ ク ワ ラの ゴザ は,宗 教 生 活 の様 ざ ま な場 面 に登 場 す る。 モ ス ク内で 敷 く

こと もあ れ ば,'日 々の5回 の祈 りに 使 う こと もあ る。 もち ろん,犠 牲 祭 や 断食 あ け の

祭 りの よ うな イ ス ラ ム教 の大 祭 に,祈 り用 の敷 き用 具 ン シ ェ シュ(nch∂che)と して 使

われ る。 儀 礼 で は,イ ス ラム教 もキ リス ト教 も問 わ ず,葬 送 儀 礼 に おい て 遺 体を 包 む

のが,こ の ク ワラ ク ワラの ゴザ で あ る。 一 連 の 葬 送儀 礼 の なか で,特 別 の物 忌 み 空 間

や 潔 斎 空 間 をつ くりだ す の も この ク ワ

ラ ク ワラで あ る。 とい うの は,バ ム ン

の伝 統 習 慣 で は 配 偶 者 を 失 った か た わ

れ は,ク ワラ ク ワラの 上 で一 晩 を 眠 る。

埋 葬 の 前 の一 日 を ク ワラク ワラの 上 で

眠 る こ とに よ って,そ の配 偶 者 と と も

にい るの で あ る。 ラ フ ィア ・ヤ シの 酒

が 夫 婦 を 結 び つ け る よ うに,ラ フ ィ ア

・ヤ シ製 の ゴ ザ が 祖 先 や神 の世 界 へ の

旅 だ ちの 前 日の 夫 婦 の 同居 を保 障 す る。

した が って,夫 婦 の 同居 空 間 で もあ り,

中心 儀 礼 の前 の 日の 潔 斎空 間 で もあ る,

この ゴザ の 敷 か れ た 所 は,一 つ の神 聖

な 結 界 な の で あ る。

 ク ワラ ク ワラの ゴ ザ は,様 ざま に結

界 を 造 りだ す。 た とえ ば,イ ス ラム教

写真30ク ゥラク ゥラで囲まれた先代王 ジ ・

    エアの像
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写真31神 聖な王 の立像を守 り,そ の作業場への接近を禁止す る看板

の コ ー ラ ン読 了 を承 認 して それ と同時 に イ ス ラ ム教 教 師 とい え るム ワ リムに な る こと

を 承認 す る シー ・ク ラ ンの儀 礼 で は,こ の コー ラ ンを 読 む儀 礼場 を,ク ワラ ク ワラで

囲 って神 聖 ゾー ンを 造 りだ して い る(写 真29)。 また,現 王 か らみた 先 代 の17代 王 ジ

ョエ ァ の真 鍮 像 が,王 都 フ ンバ ンの 王 宮前 広 場 クエ ン ジ ャ(ku-renv`'a)に 造 られ た と

き,王 そ の もの が もつ 神 聖 性 か ら,ま た完 成 され て い な い 途 中 の 神 聖 像 を パル ム

(Parttm)の 邪 悪 な力 か ら守 る た め4》,こ の像 の 作業 が ク ワラ ク ワラの ゴザ で 囲 み こま

れ 結 界 化 され た(写 真30)。 そ して,こ の なか へ の 入場 は 厳 しく禁 止 され,「男 も女 もす

べ て,'こ の囲 い へ の入 場,訪 問,接 近 を禁 止 す る」 とい う看 板 が たて か け られ た(写

真31)。 この結 界 の 壁 は,ラ フ ィア ・ヤ シ製 の ゴ ザを,ラ フ ィア ・ヤ シの幹 カ ムズ で

押 さ えつ けて 固 定 した もので あ る。 この神 聖 ゾー ンへ の入 場 は,筆 者 も含 め て王 に 許

可 され た もの だ けが許 され,の ちに こ の鋳 造 職人 は王 か らヤ シ酒 交 付 の 様式 を もった

儀 礼 に よ り 「王子 」 格 の ンジに 任 じ られ た 。 ラフ ィア ・ヤ シの 酒 は重要 な ので 後 に も

述 べ よ う。

 ク ワラ ク ワラの ゴザ は結 婚儀 礼 に も現 れ る。 マ シシ と呼 ばれ る新妻 側 の女 性 た ちが

新 夫側 を訪 れ るの だ が,こ の時 新 夫 側 の家 門 や庭 は,結 婚 を 祝 福 し両 性 を結 びつ け 両

親 族 集 団 を結 合 させ るべ く,神 聖 な ゾー ンへ と変 換 され る。 そ れ が ク ワラク ワラの ゴ

4)こ のパ ルムの所在をつきとめこれを除去す る為に,バ ム ンでは 「予言の聖なるクモ」を使 っ

 て ト占を行 う。これについて はPaar6の 論文を参照[PAAmb 1956]。
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写真32 ンジの家長を守 るラフ ィア ・ヤ シ製 の壁かけ

ザ に よ って 造 りだ され るので あ る(写 真37)。 後述 す るが,祖 先 と結 び つ くラフ ィ ア ・

ヤ シの 力 と祝 福 に よ って,結 界 がつ くりだ され結 婚 が祝 福 され て い るので あ る。

 バ ム ンの 経 済生 活 に いか されて い る ク ワラ ク ワラの用 途 に 戻 ろ う。上 の よ うな 用 法

の 他 に も,ク ワラク ワラ は,と び らや戸 や窓 と して 暖簾 の よ うに使 われ もす る。 ま た,

住 空 間 で しば しば 見 受 け るの が,壁 か け と して の ゴザ の 用 法 で あ る。 これ は,装 飾 用

と もな るが,む しろ赤 土 を 固 め た だけ の壁 か ら土 が ボ ロ ボ ロ とは がれ て こ ない よ うに

す る た めで あ る(カ ラー写 真4)。 こう した土 はが れ 防 止用 の壁 か け は,ク ワラ ク ワラ

の ゴザ で な す場 合 もあ る し,ま た,同 じラ フ ィア ・ヤ シの葉 脈 の 繊 維 か ら網ん だ ゴザ

写真33カ ムズとラー トゥグンによる糸繰 り機
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写 真34プ ェ ップ ェ ッ トの楽 器(右)と バ ングー の マ ラカ ス(左)

で か け る場合 もあ る(写 真32)。 こ う した ラ フ ィア ・ヤ シ製 の ゴ ザ は,多 くの 場 合,

家 長 の 寝 室 の ベ ッ ド脇 の 壁 に か け られ て い る。 これ は,物 理 的 に 土 の 脱 落 を 防 止 す る

と 同時 に,ラ フ ィア ・ヤ シが 家 長 を守 る とい う信 念 があ るた めで あ る。

 カ ムズ の 用途 を再 び考 え よ う。 カ ム ズの 光 沢 の あ る表皮 を 削 って,細 い棒 に し,こ

れ に 削 った 表皮 を紐 と して 巻 きつ け ゆわ え て,糸 練 り機 と した用 具 もあ る(写 真33)。

表 面 を 削 らな い ま ま だ と光 沢 が あ って ッル ッル し,糸 が す べ るか らで あ る。 糸 の ス ベ

リを 止 めて 繰 って い け る よ う に,表 面 を 削 って い る。

 ラ フ ィ ア ・ヤ シの幹 カ ムズ で,も う一 つ 重要 な こ とが あ る。 それ は,カ ム ズ を 短 か

く切 って30セ ンチ メ ー トル 程 度 に し,こ れ を 楽器 と して 使 う用 途 で あ る。 こ の楽 器 は,

プ ェ ップ ェ ッ ト(kPekPet)と 呼 ば れ る。 プ ェ ップ ェ ッ トは,30セ ンチ メ ー トル 程 度 の

長 さの カ ム ズの 表 皮 に ナ イ フで 横 に 何本 も切 り目を 入 れ,こ れ を 小 石(moωuo)で こ

す って 「シャ シ ャ ッ」 とい う 音 を だ して 伴 秦 を つ け た りす る楽 器 で あ る(写 真34)。

バ ム ン族 に は,か つ て論 文 で 触 れ た よ うに,多 くの伝 統 的 舞踊 が あ る5)。 た とえ ば,

若 者 の踊 りメ ン ドゥ(mendu)や,戦 いの踊 りバ ンシエ(bansie)や,キ リス ト教徒 の

バ ム ンの踊 り ヤ ーヤ(ノ 妙の,さ らに は イ ス ラ ム教徒 バ ム ンの結 婚 の踊 り ビジ ャ(の の

な ど,世 代 組 や 塊 域,宗 教 の 同一 性 な ど多 様 な原 理 で舞i踊が くり広 げ られ る。 が,そ

の どれ に も伴 奏 具 と して この カ ム ズ製 の プ ェ ップ ェ ッ トの楽器 が つ い て い る。 バ ム ン

の 伝 統 音 楽 や伝 統 的 な民 俗芸 能 に と って,ラ フ ィ ア ・ヤ シか らで きた プ ェ ップ ェ ッ ト

の 楽 器 は 基本 を な し枢 要 な もの で あ る。 カ ム ズ製 の 楽器 とい う こ とで は,バ ム ンの伝

5)バ ムン伝統舞謡の多様な集団形成のあ り方については[和 崎 1978]参 照 。
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統 楽器 で あ る大 鼓 ンダ ム(ndαm)を た た くバ トン は,カ ムズ を15～20セ ン チ メ ー トル

に切 り,表 皮 を そ ぎ落 と した もの で あ る こ とが 多 い。 この大 鼓 の バ トン も,村 に も王

都 に もあ るバ ム ンの伝 統 的 な ダ ブ ル ・ゴ ングを た た くバ トンも,ほ とん どの場 合,カ

ム ズの 表 皮 を け ず り落 と した棒 で あ る。 これ に つ い て は,儀 礼 的 用法 や宗 教 的用 法 と

も係 わ るの で,後 に詳 述 しよ う。

 カム ズ か ら紐 を作 る こ とが あ る。 これ が 先 述 した,ラ フ ィ ア ・ヤ シ製 の紐 ラー カ ー

ラで あ る。 カ ム ズ の表 面 を 削 って ひ っぱ れ ば,竹 の 表 面 の よ うに硬 くて 強 い紐 が誕 生

す る。 紐 の 強 度 と い うこ とで は,油 ヤ シを 利 用 した ラー トゥ グ ンよ り も,こ の カ ムズ

の表 皮 で で きた ラー カ ー ラの方 が 強 くて 丈 夫 で あ る。 したが って,油 ヤ シの樹 皮 で 作

る紐 は 日常 生 活 で木 々 や小 物 を しば る時 に使 うが,一 方,ラ フ ィァ ・ヤ シの カ ム ズ皮

製 の 紐 は,家 屋 建 造 に係 わ る様 ざ ま な部 分 に,建 材 の一 部 と して これ らを しば りつ け

る補 強 用 に使 われ る こ とが多 い(写 真11,12)。 ま た 油 ヤ シの ラ ー トゥグ ン製 の紐 だ け

で は 重 い もの を 運 ぶ の に たえ な い の で,こ の ラ ー トゥグ ン製 の紐 と,ラ フ ィア ・ヤ シ

の カ ム ズ皮 製 の紐 ラ ー カー ラ とを 組 み 合 わ せ て,重 量 の重 い ヤ シ酒 ビ ンの運 搬 用 に 使

う こと もあ る(写 真35)。

 この カ ム ズ皮 の 紐 ラー カ ー ラは,そ の 硬質 の 表面 と強 度 か ら,カ ゴ網 みに も展 開 し

て利 用 され る(図4)。 そ して,こ の カ ゴ 組 み と ま っ た く同 じ方 法で,タ マ ゴ入 れ や

ニ ワ ト リ入 れ な ど,食 生 活 に 係 わ るユ ニ ー クな道 具 が造 りだ され る(図5,6)。 ま

                                     
た,こ の網 み技 術 は,バ ム ンの伝 統 楽 器 に も展 開 され,バ ン グー(加 ㎎ の と 呼ば れ る

マ ラカ ス を造 りだ して い る(図7,写 真34)。 バ ン グ ーの よ うに網 む わ けで はな い が,

や は り竹 皮 の よ うな 弾性 の あ る材 質 の 属 性 を利 用 して,カ ム ズ を割 竹 の ヘ ラの よ うに

一
写真35強 度 のあ るラフ ィア ・ヤ シのカムズ皮か ら作 っ

    た紐で組んだ酒 ビン運搬機

図4 ラフィア ・ヤ シの紐 ラーカー

   ラで編ん だカゴ
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図6 ラ フ ィア ・ヤ シの紐 ラー カー ラに よる

   ニ ワ トリ入 れ

図5 ラフィア ・ヤ シの紐 ラーカー

   ラに よるタマゴ入れ

切 り,こ れ を 並 べ て 弾 い て音 をだ す,マ ン ビ

ラ(mambila)と か ピエ ク ップ(汐iekup)と か 呼

ば れ る伝 統 楽 器 が つ く られ る。 バ ム ンの伝 統

音 楽 メ ン ドゥの 語 りに,必 ず このマ ン ビ ラの

伴 奏 が並 行 して お こな わ れ る。

 ラ フ ィア ・ヤ シで 重要 な 文化 表象 に,ヤ シ

酒 が あ る。 これ は,ラ フ ィア ・ヤ シの幹 カ ム

ズ に 切 りキ ズを つ けて お き,こ こか ら 自然発

酵 した 白濁 の樹 液を 抽 出 す る の で あ(カ ラー 写真2)。 ヤ シは,セ ン ・カ ー ラ(s(

kaara)と 呼 ば れ る ラフ ィア ・ヤ シの森 にい って 抽 出 す る。 ラ フ ィア の森 に は,基 二

的 に 男 しか入 れ な い。家 長 は家 長 の ラ フ ィア の森,王 は王 の ラフ ィ ア の森 を も って1

る。 そ こか らそ の 人 独 自 の ヤ シ酒 を抽 出す る ので あ る。 ヤ シ酒 の 抽 出 は,平 均 しで

図7 ラフィア ・ヤ シの紐

   ラーカーラで編んだ

   バムンの伝統 的マラ

   カス,バ ングー

日 に朝5時 と夕方5時 の2度 で あ る。 これ を10リ ッ トル び

ん につ め て 市 場 に もって い け ば,約700フ ラ ンCFA(約

450円)で 売 れ る。

 イ ス ラム 教徒 の バ ム ン は,少 しヤ シ酒 を ひか え 気 味 で あ

るが6),そ れ で も祝 い ご とに は何 か につ けて ヤ シ酒 が 登場

す る(カ ラー写 真3)。 この 白濁 色 か ら男 の 精 液 だ と考 え

られ もす る。 つ ま り,「 生 命 力 の源 」 とい う 捉 え 方 が ヤ シ

酒 の なか に あ る。 カ ム ズを 切 りつ け て も,樹 液 の ヤ シ酒 が

湧 出 して くる。切 って も切 って もヤ シ酒 はで る。 しか もバ

ム ンの 地 の 湿地 帯 な らそ こ ら 中に 広 く自生 し群 生 して い る。

ヤ シ酒 は,湧 く生 命力 や精 力 ・性 力 と考 え られて い る。 だ

か ら,ヤ シ酒 は,男 と女 とを 結 び つ け る力 が あ る,と も考

え られ てい る。 ヤ シ酒 を飲 ん だあ と,男 女 が 散歩 すれ ば,
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それは性的交渉そのものをさすという。こうしたヤシ酒に宿る力にも焦点をあてつつ,

以下,ラ フィア ・ヤシと油ヤシが係わる儀礼や宗教性について論 じてみよう。

3.ヤ シ と 儀 礼

1) 結婚儀礼 ラフ ィア ・ヤ シと油 ヤ シの結合

 バ ム ン族 で は,結 婚 儀 礼 に な る と,夫 側 と妻 側 で異 な る植 物 が用 意 され,こ れ らが

それ ぞれ 夫側 と妻側 の象 徴 とな って い る。 まず,結 婚 儀 礼 の 当 日,妻 方 で,マ シ シ

(mashishi)と 呼 ば れ る女 性 た ちが,ド ン ブ(dombu)と よば れ るバ ナ ナ の幹 を 運ん で く

る。 これ を,新 婚 の夫 妻 が 住 む家 の 畑 に 植 え るの で ある 。

 そ こで マ シ シを説 明 して お こ う。 マ シ シは,妻 方 の父 系 リネ ー ジに と って,血 の つ

な が らな い 姻 族 シ(shi)で あ る。 この 女 性 た ち は,今 結 婚 しよ う とす る夫 方 の父 系 リ

ネ0ジ か らす れ ば,姻 族 の 姻 族,つ ま り シの シで あ る。 バ ム ン語 で これを シ シ(shishi;

と い う。 た とえ ば,新 妻 の男 兄弟 の妻 た ちや その 母 た ち,さ らに は,新 妻 の 義母 た ち

が,こ の カ デ ゴ リー に入 つて,バ ナ ナの 幹 を 運 ん で くる。 新 夫 側 に と って・ 姻 戚 と し

て の縁 者 で あ りつ つ 最 も遠 い存 在 は,こ の場 合,新 妻 の 兄弟 の妻 の 母 た ちで あ る か ら,

これ をバ ム ン語 の 親族 名称 で いえ ば,マ シ シつ ま り 「姻族 の0世 代 上 の母 」 とい うこ

と に な る。

 した が って,新 妻 側 の代 表 者 と して,そ の 親 族 集 団 を象 徴 して バ ナ ナ の幹 を運 ん で

くる の は,す べ て,新 妻 の父 系 リネ ー ジに と って み れ ば,血 の つ なが らな い代 表 者 と

い う こ とに な る。 そ うで あ る が ゆえ に,儀 礼 の場 と はい う もの の,あ とに 葛 藤 を 残 す

こ とな く,自 由 に好 き放 題 の発 言 を,新 夫 側 に あび せ る こ とが で きる。 結 婚 儀 礼 に は,

シ ュケ ッ ト ・ トゥバ(5加 劒 伽 の と呼 ばれ る,妻 を 「与 え る 」側 か らの 「も ら う」

側 へ の注 問 の発 言 が,儀 礼 過 程 と して 組 み こま れ て い る。 この と き,「 妻 を 働 か せ す

ぎ るの で はな い そ」 「妻 の家 屋 は ち ゃん と用 意 され て い るの か」 「道 具 を買 い 揃 え よ 」

等 々 と,新 夫 側 に諸 要 求 を 叫 ぶ の は,こ の マ シ シの役 割 で あ る。

 この マ シ シの一 行 が,バ ナ ナの 幹 を かつ ぎ な が ら,マ カ ボの くき を杖 に,や って く

6)宗 教 と禁酒 との関係 について は,安 漢貴子が,中 央アフ リカ ・ソンゴーラ族を対象に・ゴ リ

集落 において1970年 代後半 にプロテスタ ント教会がで きると,こ れ以来禁酒する人 が増え,蒸

留酒や ヤシ酒のかわ りに 「コー ヒーが私 の酒」 と称 して コー ヒ0を 飲む人がでて きていること

を報告 している。また,そ れで もプロテスタ ント教会 に通いつつ,以 前 とかわ らず酒をのむ老

女 がいることも報告 して いる[安 漢 1987;554]。 バム ンにおけるイス ラム文化 に伴 う禁 酒化
への ドライブにつ いては[和 崎 1987:第0章]の 歴史動態の考察を参照。
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写真36 ラフ ィア ・ヤシ製の袋を持参 したマシシの女性

る。 ここには,男 装 して重要な役割を果たすものが二人いる。そ して女性の装束でも,

特に目立つ格好を した者が,一 人いる。この女性が,子 孫繁栄を約束するラフィア ・

ヤシ製の袋を持参してきている(写 真36)。 かれ ら三人は,新 妻の 「父役」「母方オジ

役」「母役」をそれぞれ演ずる者である。 かれら三人が,先 の注問をはじめとする重

要な発言をする。一方,新 妻側の一行マ シシを迎える新夫側 も,す べて女性である。

彼女たちは,マ カボの葉とマニオクの葉を今度はホウキにみたてて手に持ち,妻 側の

一行の進路を逐一はき清める(写 真37)
。 こうして,ラ フィア ・ヤシ製の袋を持参し

て親族繁栄を保障 して くれる女性配偶者を,獲 得するための歓迎儀礼とするのである。

 今度は他方,新 妻側のマシシたちは,こ の新夫側の表敬に対 して,薪 妻が無事に出

産し多産をきわめて夫側の親族繁栄につ くすよう祈 る予祝を,模 擬儀礼の様式で行わ

ねばならない。つまり,こ こに,薪 妻側と新夫側の互酬的な関係が表明されるのであ

写真37妻 方女性マシシを迎える夫方女性
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る。 そ のた め に,バ ナ ナ の幹 が も ち こまれ る。 この バ ナ ナ の幹 を,夫 の一 夫 多 妻 の 家

屋空 間 の な か で新 妻 が 占 めて 住 む家 屋 の 裏の 畑 に,植 え こむ。 妻 方女 性 た ち は,こ の

バ ナ ナが 無 事 に成 育 し豊 か で 多 くの 実 をつ け る こ とを,予 祝 す るの で あ る。 こ こで生

産 の模 擬儀 礼 を行 う。 した が って,新 妻 側 が 持 ち こん だバ ナ ナの 幹 は,当 然 の こ とな

が ら,ペ ニ ス の象 徴 とい う こ とに な る。 そ して,こ の 「男 根 」 を 新 妻 の 「畑 」 に 「埋

め る」。この 時,マ シ シの 女 た ちは,歌 を うた うが,そ の 内容 は 「ア レ して コ レ して押

した り引 い た り」 と,性 交 そ の もの を 表示 す る狼 歌 で あ り生 産 の 歌 で あ る。 彼女 た ち

は,歌 を うた い な が ら,バ ナ ナ の 幹 を 上下 に さす る所 作 を くり返 す 。

 この儀 礼 行 為 に,重 要 な シ ン ボル が 登場 す る。 そ れ は,ラ フ ィァ ・ヤ シで あ り,油

ヤ シで あ る。 このバ ナ ナの 幹 に,ラ フ ィア ・ヤ シか ら抽 出 した ヤ シ酒 と,油 ヤ シか ら

造 った ヤ シ油 の二 つ を注 ぐの で あ る(写 真38)。 ヤ シ酒 は,白 濁酒 で,性 液 を意 味 し

男 性 の シン ボル で あ る。 ヤ シ油 は,黄 色 と赤 色 の二 色 を 帯 び,女 性 の 愛 液 を 意味 した

女 性 の シン ボル で あ る。 色 の シン ボ リズ ム に よ って も,こ の二 種 の 液 は,男 女 の 象 徴

と結 びつ いて い る 。 と 同時 に,前 の 章 で み た よ うに,ラ フ ィア ・ヤ シの様 ざ ま な生 産

過 程 に係 わ って くるの は,家 屋 建 築 で あ ろ うと ベ ッ ドや カゴ な ど の道 具 製 作 で あ ろ う

と,す べ か ら く男 性 で あ る。 また,油 ヤ シか らヤ シ油 を つ く りだす 製 造 過 程で は,や

は りすべ か ら く,女 性 と子 供 の労 働 が 関 わ って い た。 こ う して,ヤ シ酒 とヤ シ油 の背

後 に あ る,実 質 的 な 日常 の経 済 生 活 の 拡 が り もま た,ヤ シ酒 一 男性,そ して ヤ シ油=

女 性 とい う意 味 象 徴 と結 びつ いて い るの で あ る(表1)。 こ う した 日常 生 活 の 意味 もす

べ て 背負 いな が ら,男 女 の二 つ の強 い意 味 が収 敏 して くる。 そ して,そ れ が男 根 と し

写 真38夫 の男根 シンボル ・バ ナナの幹 にヤ シ酒(男 性原理)

    とヤ シ油(女 性原理)を 注 ぐ
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て の バ ナ ナ の幹 に 注 が れ,性 交 一生 産 一親 族 繁 栄=夫 妻 両 リネ ー ジ集 団 の堅 固 な 協力

と結合 と い っ た隠 喩連 鎖 が,象 徴 的 に 表 明 され るの で あ る。

 最近,バ ム ン人 口の六 割 以 上 を 占 め る と いわ れ るバ ム ンー イス ラム社 会 で は,「酒」

に対 して 関 心 が 高 ま り,ヤ シ酒 を も酒 の 範 躊 に入 れ て,こ れ を 禁酒 の対 象 とす る者 が,

増 えて い る。 こ う した場 合 は,ジ ュ ース 類 が 「ヤ シ酒 」 と して 代用 され るが,飲 む 内

容 は ジ ュ ースで あ って も,意 識 さ れ る意 味 は 常 に 「ヤ シ酒 」 で あ り,祖 先 で あ り,伝

統 で あ る。変 化 は こ う して も ちろん 認 め られ る もの の,ヤ シ文化 の持 つ 意 味 の複 合 性

にか わ りは な い。 ヤ シ文 化 の伝 統 価 値 が,結 婚 儀 礼 に 生 き続 け るので あ る。

2) 通過儀礼 とヤシ文化

 まず,人 生の通過儀礼というわけではないが,結 婚の前毅階としての恋愛について

ふれておこう。恋愛は,祭 りや儀礼,そ の他酒の入った乱痴気騒ぎの場には,必 ずと

いってよいくらいあばえる。ヤシ酒はこれがあってもなくても確かに恋愛は芽生えう

るが,ヤ シ酒が介在すると,こ れは大きな力を持つことになる。ヤシ酒を互いに飲み

ほして愛を誓 うと,こ れは大きな強制力をもつ。さらに,一 つの器から男女が互いに

ヤシ酒を飲みほす行為をするなら,こ れは,祖 先に恋愛を表明しその契 りの堅さを誓

うことになる。なぜなら,こ の一つの器からヤシ酒を男女が飲む行為は,結 婚儀礼に

も表われ(写 真39),ま た,祖 先崇拝にもヤシ酒が使われることから,現 世の子孫と

バムンの祖先 とをヤシ酒が結びつけ,そ の力と承認のもとに愛をうたうことになるか

らである。 したがって,酒 場であっても 「一つの器か ら男女がヤシ酒を飲む」という

所作は,バ ムン民衆に即座に 「性交」を想起させるという。

写真39結 婚式 で一つの器 からヤ シ酒を飲む新夫婦
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 こんな事例もある。夫婦のなかに割 って入 って,女 性の愛を奪いたい時に,や はり

ヤシ酒を使う。夫の目の前にヤシ酒を持ち込み,「間男」が夫人とヤシ酒を飲み合い,

これを受けて夫がこのヤシ酒を飲むと,浮 気や略奪を公式に承認 したことになる。結

婚の両性を結びつける,ラ フィア ・ヤシと油ヤシの性的な象徴性の働きについては,

上述したが,結 婚する男女と,そ の両親族集団を,集 団レベルでヤシ酒が結合 しもす

る。マシシが夫方家屋にやってきた時,新 夫と新妻は,両 親族集団の女性たちに見守

られる形で,結 婚の誓いのヤシ酒をのみほす。 同時に,マ シシのなかにいる新妻の

「父」と 「母方オジ」という,や はり父方 ・母方の両親族集団に祝福され,ま た逆に

これら両方を結びつける形で,結 婚のヤシ酒をのみほすのである。

 こうして,両 性と両親族集団の結合がはか られ,次 に妻が妊娠するに及ぶと,帯 を

巻いてお腹の赤子を守る。そして,無 事の成育を守り祈るのだが,こ の時,帯 の役目

を果たすのが,ラ フィア ・ヤシの幹の皮 ラ0カ ーラである。赤子を生み,産 後の日だ

ちの良さを守るべ くこれを祈るのも,ラ ーカーラのラフィアの紐である。これで,や

はりお腹をしばって母体を守る。赤子を出産すると,生 まれた赤子は,普 通二週間後

に割礼をうける。この時,割 礼を受ける新生児は,や はり,夫 方と妻方の両親族集団

から祝福 される。というのは,伝 統的な割礼の様式に従 うと,新 生児にとっての母方

のオジのひざの上に子をのせ,そ してこの子の父か,そ れともイスラム教徒の場合な

らこの父の命を受けた宗教的代理者ムワリムかのどちらかがこの子のために切つてや

るか らである。また,最 近のように現代的な西洋式の病院で割礼する場合なら,そ の

新生児のペニスの皮を土中に埋める役割を父親が果たす。そうすることによって,象

徴的な 「切る」役割を父親が果たしたことにするのである。どちらにしても,新 生児

は,父 方 ・母方の両親族集団の祝福を受けて,割 礼を完遂するわけである。

 この割礼の儀礼過程のなかで,重 要な手続 きがさらにある。その割礼をうけた新生

児の生命の源泉のシンボルであるペニスに,さ らに真なる生命力を付与する儀礼行為

である。それは,ラ フィア ・ヤシと油ヤシによってなされる。つまり,割 礼をうけた

赤子をラフィアのヤシ酒で洗 うのである。身体全体をヤシ酒で洗 うこともあれば,局

部のみを洗 う場合もある。そして,さ らにその上に油ヤシからとったヤシ油をぬりつ

ける。これも局部のみに塗る場合もあれば,局 部を含んで身体全体を油で包むことも

ある。バムンの地をも含めた乾燥アフリカのサバンナ地帯で,油 を身体に塗る行為は,

日常的な衛生 ・装飾意識と結びついたかれらの習慣でもある。この割礼をうけたペニ

スにヤシ酒とヤシ油をかけて塗る行為は,私 たちのもっている 「知識」と 「科学」に
                                なんこう

照 ら して も,「 切 りつ け られ た」 部 位 を 酒 の アル コール で 消 毒 し,薬 ・軟 膏 と して の

405



国立民族学博物館研究報告別冊 12号

油 を塗 って お くとい う行為 に照 合 す る もの で あ る。

 割 礼 に お いて ペニ ス に酒 と油 を 注 ぐ とい う行 為 は,も ちろん,こ の 医学 的 レベル に

とど ま る もので はな く,バ ム ンの人 た ちは,.確 か に 「消毒 」 や 「軟 膏 」 とい う現 代 的

意 味 よ り以 前 に,傷 口の 治癒 に ヤ シ酒 とヤ シ油 が 効 能 あ る こ とを 民 族 医 術 と して伝統

的 に 充分 に知 って い る。 そ れ は,後 で 述 べ るラ フ ィア ・ヤ シと油 ヤ シの 様 ざ ま な薬 と

して の使 用 法 に示 され る もので あ る。 さて,ヤ シ酒 とヤ シ油 は,生 命 力 とい う信 仰 ・

使 教 の レベル に係 わ って い る。

 割 礼 に使 用 され るヤ シ酒 とヤ シ油 は,ど こか ら くるか とい うの はジ 大 きな 問 題で あ

る。 今 日で は,夫 方 に あ るヤ シ酒 と ヤ シ油 を 両方 使 う こ とが 多 い。 だ が,こ の 場合 も,

意 味 づ け と して は,ヤ シ酒 は夫 側 が提 供 す る もの,ヤ シ油 は妻 側 が提 供 す る もの,と

い う意 味 が ふ くま れ る。 この場 合 も,ヤ シ酒 と ヤ シ油 の結 合,つ ま り男 性 原 理 と女 性

原 理 の結 合 や夫 方 と妻 方 の 協 力 か ら真 の 生 命 力 が誕 生 す る。 そ の こ とを 明 確 に 表 明す

るた め に,夫 側 が 妻 側 に 与 え た ヤ シ酒 を 「夫 側 」 の 象 徴 と して,わ ざわ ざ 妻方 か ら持

ち込 ん で割 礼 に使 う こ と もあ る。 ま た,同 様 に,夫 側 か ら妻 側 に与 え た ヤ シ油 を,今

度 は も う も らい受 けて 既 に 「妻側 」 化 した もの と して,「 妻側 」 の象 徴 と して ヤ シ油

を これ ま た妻 方 か ら持 ち込 ん で割 礼 に 使 う こ とが あ る。 こ うい うヤ シ酒 とヤ シ油 の使

用 法 を す れ ば,そ の意 味 づ け が,夫 方,妻 方 ど ち らか に 比 重 が かか ろ うと も,こ の酒

と油 が,夫 方 ・妻 方 の 両 空 間 を物 理 的 に も 「経 験 」 した 力 を具 有 す るか らで あ る。

 そ こで,結 婚 儀 礼 の 一 過 程 に おい て,夫 方 か ら妻 方 に わ た る ヤ シ酒 とヤ シ油 につ い

て ふ れ て お こ う。 バ ム ン社会 で は,婚 資 は,一 般 にテ ィ ウ ン ドゥ(tiundu)と 呼 ばれ る。

テ ィ ウ ン ドゥの代 わ りに,よ り直 裁 な表 現 を して ユ ー ム ン(クumern)一 「人 買 い」とい う

写真40結 婚 の行列で運ばれ るヤ シ油 とラフ ィアの 「ヤシ酒」
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語 を あ て る こと もあ る。 そ して,こ の婚 資 テ

ィ ウ ン ドゥが支 払 わ れ る時 が,二 通 りあ る。

一般 に
,バ ム ン族 の結 婚 で は,結 婚 儀 礼 を 構

成 す る一 連 の手 続 きと して,イ ス ラム化 な ど

に よ って 複 雑化 した様 式 はあ って も,基 本 的

に ① トンダ シ(to ndaP shi)と ② ピ シ ャラム

(pisha lam.)の2つ が あ る。 トンダ シ とは,

ト=つ き抜 け る,ン ダ=家,シ=姻 族 か ら,

これ か ら姻族 と な る妻 の 親族 の家 を 訪 問 して

挨拶 す る,と い う手 続 きを い う。 ピシ ャ ラム

とは,ピ シャー要 求 す る,ラ ム ー結 婚 か ら,

結 婚 を 正 式 に要 請 す る,と い う手 続 きを い

う。 した が って,こ の 二 つ の手 続 きで は,ト

ンダ シが必 ず 先 で ピシ ャ ラムが 必 ず後 に くる

わ けで,こ の手 順 が逆 転 す る こと はな い。

写真41子 安貝が見える結婚 の袋,

   プ ワ ・ペ カンブン ・パ モム

 この二 つ の結 婚 の儀 礼 過 程,ト ンダ シ 「妻 の 家 へ の挨 拶」 と ピシ ャ ラム 「結 婚 要 求 」

にお いて,テ ィ ウ ン ドゥの婚 資 が 支払 わ れ る(写 真40)。 そ して,こ の二 過 程 を へ た の

図8 マカークガー(右)の 容器を収めたプワ ・ペ

   カンプ ン・パ モムの袋

ちに は,必 ず 次 の もの が妻 方 に 供 与

され て い な くて はな らな い。 そ れ ら

は,① 油 ヤ シの ヤ シ油二 缶,② ラ フ

ィ ア ・ヤ シの ヤ シ酒 二缶,⑧ 塩 二 袋,

④ ニ ワ トリニ 羽,⑤ 山羊 二 頭,⑥ バ

ム ンの伝 統 貨 幣,子 安具 二 千 個 を 入

れ た袋,で あ る。 この⑥ の袋 は,プ

ワ ・ペ カ ンブ ン ・パ モ ム(pωa Pe kam

hun Pamom)=「 バ ム ン族 の 二 千 貨 の

袋 」 と呼 ばれ て,結 婚 それ 自体 を 象

徴 す る といわ れ る(写 真41,図8,

9)。 この袋 のな か に,子 安 具 二 千

貨,タ バ コ入 れ,パ イ プ,火 打 ち道

具,オ ノ,刀,農 具 が入 れ られ た。

そ して,こ の 袋 は,ラ フ ィア ●ヤ シ

              407
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図9 ラフ ィア ・ヤ シ製の

   「結婚袋」

繊 維 で つ くられの た もの で あ る(写 真44)。 バ ム ン

族 の イス ラム化 以 降 は,コ ー ラの実(Pet)も,こ の

婚 資 にか かせ ない もの に な って い る。

 そ こで,結 婚 の 実 例 を あ げて お こ う。1982年9月

2日,バ ム ンのマ ゲ ン フ ァ村 で 行 わ れ た婚 儀 に おい

て は,そ の贈 られ た 婚 資 の意 味 づ けを,一 つ 一 つ 大

声 で 確認 して い くとい う過 程 がみ られ た。 これ に よ

る と,「 トンダ シの為 の ヤ シ油 の缶 」 「トンダ シの 為

の ヤ シ酒 の缶 」,そ れ に 「ピ シ ャラ ムの 為 の ヤ シ油

の缶 」 「ピ シ ャラム の為 の ヤ シ酒 の缶 」 とい う 読 み

上 げが行 われ た。 つ ま り,「トンダ シ」 と 「ピシ ャ ラ

ム」 とい う二 つ の 結 婚 過 程 の ど ち らに も,油 ヤ シか

ら造 った ヤ シ油 と,ラ フ ィア ・ヤ シか ら抽 出 した ヤ

シ酒 と の両 方 が,婚 資 と して 与 え られ な けれ ばな らな い こ とが 謳 わ れ て い るの で あ る。

これ ほ どに,ヤ シ油 と ヤ シ酒 は,婚 資 に お いて 本 質 的 な もので あ る。

 この よ うに,割 礼 と結 婚 は,新 しい生 命 の誕 生 とい うモ チ ー フに おい て,結 び つ い

て い る。 しか も,そ の生 命 誕 生 や 力 の 発生 を具 体 的 に保 障 す る媒 体 が,油 ヤ シ と ラフ

ィア ・ヤ シで あ り,と りわ け ヤ シ油 とヤ シ酒 で あ る,と い う点 に おい て も相 互 に 結 び

つ きあ い,生 命 力誕 生 の 意 味 を 強化 しあ って い る。 そ の こ とが,特 に トンダ ンの 「妻

の家 へ の挨 拶 」 とい う結 婚 過 程 に,さ らに 強 く表 現 され る こと があ る。 それ は,ト ン

ダ シの ことを 別 名 ズ ー ラム(au lam)「 結 婚 の ヤ シ酒 を与 え る儀 礼」あ るい は 「酒結 婚 」

と呼ぶ こ とが あ る か らで あ る。 しか も,こ の ズ ー ラム の 「結 婚 や ヤ シ酒 儀 礼 」 で と り

お こなわ れ る儀 礼 行 為 が,こ れ また 割 礼 と係 わ って くる。

 とい うの は,1982年9.月13日 バ ム ンの王 都 フ ンバ ンで と り行 わ れ た,イ ス ラム 教 徒

の婚 儀 の 一 過 程=ト ン ダ シで は,こ れ を ズ ー ラ ム と呼 び,「 ヤ シ酒 」 が2缶 ど ころ か

5缶 つ ま り多 量 に持 ち こ まれ た。 イス ラム化 が バ ム ン社 会 に強 く浸透 した 今 日で は,

伝 統 的 な ヤ シ酒 を 「これ は習 慣(tuωo ngu)だ か ら」 とい って 許 容 した りはせ ず,や は

り 「酒 」 と扱 って これ を断 っ た り遠 ざ け た りす るイ ス ラム教 徒 が 出現 して い る。 そ う

した場 合,「 ヤ シ酒 」 と称 して も ち こまれ るの は,ジ ュ ース で あ る。 だ が そ の場 合 も,

文化 的意 味 と して はあ くま で も 「ヤ シ酒 」 で あ る。 この ズ ー ラ ムの 「酒 結 婚 」 の時 も

そ うで あ った 。妻 方 と な る家 に夫 方 とな る青 年 とそ の 父 た ち が着 くと,娘 方 の 父 と そ

の命 を 受 け 「娘 の父 」 の 代 役 と して 振舞iうイス ラム 教 の教 師で あ り僧で もあ るム ワ リ
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ム とが 待 ち受 け る。 そ して,こ の ム ワ リム が儀 礼 次 第 を す べ て主 導 的に 進 め て い くの

だが,ま ず,娘 の 手 を ひ き青 年 の父 に 手 を と らせ 「これ が あ な た の娘 で す」 と結 びつ

け る。 す る と,青 年 の父 は,椅 子 に 座 して い る ム ワ リム の と こ ろ に我 が 息子 を連 れ て

い く。 こ の ム ワ リム は娘 の 父 の 化 身 で あ る。 そ して,こ の ム ワ リム の ピザ の上 に 我 が

息子 の手 を ひ い て座 らせ る。 そ して,「 これ が あ なた の 息子 で す」 とい う。

 この モ チ ー フは,先 述 した 男 子 の割 礼 の モ チ ー フ と ま った く同一 の もので あ る。 つ

ま り,妻 方 ・母 方 の 「チ チ」一「母方 オ ジ」 の ピザ の上 に男 児 が の り,そ れ を 夫 方 ・父

方 の 「チ チ」一「父 」 が 実 際 に 手 を加 え た り祝 福 の言 葉 を 与 え た りす る。 夫 方 ・妻 方 の

協力 と父 方 ・母 方 の 結 合 に よ って,新 生 命 が 真 に生 命 力 を もつ の で あ る。 新 しい結 合

が新 しい生 命 を生 み だ す ので あ る。 そ して,上 の結 婚 の儀 礼 過 程 を ズ ー ラム=「 酒 結

婚」 の 過程 と呼 ぶ の で あ る。 こ こで も,結 婚 と割 礼 とを ヤ シ酒 が相 互 に 結 び つ けて,

意 味 が 意 味 を強 化 して複 層 化 させ て い るの で あ る。 夫 の 「誕 生 」 や 妻 の 「誕 生 」 と い

う意 味 か らも,上 の 「酒 結 婚 」 に よ る 「妻 方 へ の 挨 拶」 の トンダ シは 重要 で あ る。 な

ぜ な ら,こ の トンダ シの ズ ー ラム 「酒 結 婚」 の以 前 は,娘 は青年 をマ ー ク(maku) _

「恋 人 」 と呼 ん で い た もの が,ズ ー ラム の後 は ム ラ@蝋 の)一 「(私の)夫 」 と呼 ぶ か

らで あ る。 つ ま り,ヤ シ酒 が 夫 と妻 とそ の相 互 の 絆 を 「生 み だ す 」 の で あ る。

 妊 娠,誕 生,割 礼,結 婚 の 次 は,人 生 儀 礼 上,葬 送 で あ る。 葬 送 に お いて も ラ フ ィ

ア ・ヤ シや 油 ヤ シが係 わ って くる。 前 述 した よ うに,遺 体 を 包 む の は,伝 統 的 に ラ フ

ィア ・ヤ シの カ ム ズか ら作 製 した ク ワラク ワラの ゴザ で あ る。 そ して,こ の ゴザ で巻

い た あ と,や は り伝 統 的 に は 油 ヤ シの 葉脈 で 作 った紐 で く くりつ け る。 そ して,特 に

ンジ(nji)と い った 「王子 」格 タ イ トル 保 持者 や親 族 長,家 族 長 な ど のバ ム ン父系 社

会 に おい て 中 心線 を 形 成 して い る人 物 の葬 送儀 礼 で は,そ の 墓 に ヤ シ酒 がま か れ る。

こ う した バ ム ン社 会 の 重 要 人 物 で は,そ の年 忌 儀 礼 の祖 先崇 拝 に お いて も,ヤ シ酒 が

もちだ され,墓 の上 に ヤ シ酒 が 注 が れ る?》。 この こと は,バ ム ン王 制 社 会 の 中心 軸 を

成 す,王 一 ンジー 家 族 長 とい う政 治 的 な権威 の系 列 性 と も係 わ って くるの で,あ とで

詳 し く述 べ よ う と思 う。

 この よ うに,バ ム ンの妊 娠,誕 生,割 礼,結 婚,葬 送 と,個 人 史 の 通 過儀 礼 に こ と

7)収 穫を保障す る水を求 める信仰 に,ラ フィア ・ヤ シが係わる。新王を祝福 しバム ン王国の豊

 穣 を約束するのは,ン シ川の水とその上流にあ る 「国の森」か らとれる ラフィァ ・ヤシのヤシ

 酒である。こう した形で水 とヤ シ酒が結びつ くが,雨 乞いに もラフィア ・ヤシのヤシ酒が使 わ

 れる。Mfochiv驍ﾉ よると,ン ジなどの チーフや親族長は,祖 先の墓にいき 「我 が民の為 に私

 は何を した らいいのか。 雨を与えよ」 と称 って,ラ フィア ・ヤシ の ヤシ酒を墓 に注 ぐという

 [MFocHlv珍 1983:108-109]。
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ご と く ラフ ィア ・ヤ シ と油 ヤ シが係 わ って

い る。 この筋 目々 々を つ な ぐ成 長 に も,も

ち ろん ヤ シ文 化 が関 連 す る。 病 気 に な った

時,回 復 を図 る精 力 剤 は,ヤ シ酒 とヤ シ油

と柑 橘 類 の 汁 とを まぜ た 飲料 で あ る(写 真

42)。 ま た,上 の 通 過儀 礼 の それ ぞ れ に祝

い と して の踊 りが,儀 礼 のあ とに登 場 す る

が,こ の舞 踊 の身 体 装飾 は ヤ シ油 で なす の

で あ る。 ヤ シ酒 で 身 体 中を 塗 りた くって そ

の異 様 性 の 力 に よ って,バ ム ンは変 身 を 可

能 に し,祖 先 と コ ミュケ ー トした り,ま た

現 ス テ ー ジか ら新 ス テ ー ジへ と人 生 儀 礼 の

階梯 を の ぼ って い くこ とがで き る。

3) ラフィア ・ヤ シ,油 ヤ シと民族 医術

 ラ フ ィ アの樹 液,つ ま りズ ンカ ー ラ の ヤ シ酒 は,薬 用 に も活 用 され る。 尿 が で に く

い時,閉 尿 症 状 の時 に は,催 尿 剤 と して 使 わ れ る。 ま た,性 病 と くに梅 毒 に は ヤ シ酒

が 特 効 が あ る。 そ して,先 ほ ど の割 礼 の と ころで 述 べ た よ うに,ヤ シ酒 が 消毒 用 に使

わ れ,「 キズ を い や す」 意 味 を も

つ 。 そ の意 味 で は,ヤ シ油 も同様

に キズ を い やす 軟 膏 と して使 わ れ

る。 ヘ ビにか ま れ た 傷 に は,ヤ シ

油 が よ い と いわ れ る。 先述 した と

お り,カ ゼ な どを ひ い た と き,精

力剤 と して 飲 む の も,ヤ シ酒,ヤ

シ油 と柑 橘 類 の 混 合 ジュ ース で あ

る8)。 ヤ シ酒 が人 間存 在 その もの

を浄 化 す る こ とが あ る。 他 民 族 を

表3 ラフィァ ・ヤ シの木片 による ト占

    赤

    王

正しい集会・集合

重要入物の良い思慮

  良 い 目

  良い旅行
  早 い 旅

  忠実な女

妻に支持された男

リネージ内のウィッチ

  困  難

    黒

  正  義

 悪い集会・集合

 重要人物の策謀

  悪 い 目
意地わるい来訪者

  長 い 旅

  姦  通

妻に支持されない男

女・姻族のウィッチ

 予期せぬ困難

8)ラ フ ィア ・ヤ シと油 ヤ シ は,バ ム ン族で は様 ざま な病 気 治 癒 につ か わ れ る。例 えば,ネ ンザ

や 筋 ちが い に は,ラ フ ィア ・ヤ シの 葉 を熟 して 患部 にま きつ け た り は った りす る。 ヘ ルニ ア,

大 腸 炎,胃 腸 炎 には,ラ フ ィア の ヤ シ酒 か 油 ヤ シの酒 か を 飲 み,淋 疾 に は ラ フ ィアの ヤ シ酒 を

用 い る。 ペ ラ グ ラに は油 ヤ シ の 核 の カ ラ皮 を 体 に こす りつ け る とよ い とい わ れ る([LAMAR]k

l975:209-259]参 照)。
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バムン化する時がそうである。これについてはジ第4章 でふれよう。ラフィアは,そ

の木片の色 の具合 を利用 して,ト 占にも使われる。 その意味づけを表にまとあてお

こう(表3)。

 小 括

 このように,ラ フィァ ・ヤシと油ヤシは,実 質的な経済生活の生計維持に,衣 食住

の分野にわたって広 く深く使用され浸透 しているばかりか,通 過儀礼や民族信仰など

価値や宗教生活の領域に深い意味を刻んで,バ ムン文化を根底から支える,有 機的な

意味と価値の複合一ヤシ文化複合を形成 している,と いえるのである9》。 さらに,こ

のヤシをめぐる複合構造は,バ ムン王権社会の政治構造や 「国家形成」の問題にも大

きく係わってくる。以下より,政 治複合的側面とその現代的展開とも関連させて論 じ

てみよう。

4.バ ムン王権制度 とヤシ文化

1) 「ンジ」 にな るこ との意 味

 ンジ は,い わ ば リネ ー ジ長 で あ り,親 族 長 で あ る。 した が って,シ ジ は,自 分 の親

族 内 に 多 くの 家族 長 ンガ ン ジ ュを かか え て い る。 た とえ ば,こ れ らの家 族 長 や多 妻 か

ら成 るそ の 家族 が住 ま う家屋 や土 地 は,基 本 的 に ン ジの敷 地 内の 一 部 を貸 与 され る の

が 普 通 で あ る。 もち ろん,土 地 を ンガ ン ジ ュが ン ジか ら 「も らう」 とい う こと は あ っ

て も,そ れ で も ンジの 発 言 や 決定 で い か よ うに も変 更 で きる。 その ン ジの もつ 親 族 内

の 絶 対 的 な権 威 と政 治 権i力を保 障 して い るの は,ン ガ ンジ ュの 父 ン ジそ して その ンジ

の 父 フ ォ ン(王)と い う,王 一 ンジー ンガ ン ジZの 支 配 と血 統 の 直 系 ライ ンで あ り,

こ こに 確 立 され た重 層 的 な親 子 関 係 と祖 先一 現世 関係 で あ る。 部 族 の長 で あ り神 で あ

り祖 先 で あ る歴 代 バ ム ン王 の権 威 とバ ム ン族 の全 祖 先 の化 身 で あ る王 フ ォ ンの生 命 力

が,「 王 の子 」 ンジの 決定 を権 威 づ け神 格化 し支 えて い る。

 ン ジは,ン ジ の領 有 す る敷 地 内の す べ て の農 耕 産 品 ・産 物 に 対 して,絶 対 的 な権 利

を 持 って い る。 こ こに植 え られて い る油 ヤ シ も ラフ ィア ・ヤ シ も,そ の例 外 で は な い 。

伝 統 的 な経 済 シス テ ム の み な らず,現 代 経 済 の シス テ ムに お い て も,ラ フ ィア ・ヤ シ

9)バ ム ン族に隣接する,バ メンダ高原のバメ ッシング村の ラフィア ・ヤシ文化を詳 しく調査 し

た井関和代 によると,こ こで も,ラ フィア ・ヤシ製のバ ッグをめ ぐって,村 の政治的 ・宗教的

構造 が絡んで意味の錯綜を造 りだ している[井 関 1989]。 また,カ メル ーン・バ メンダ高原で,

ラフィア ・ヤシが多様な形で利用されていることは,森 淳 の報告[森 1989】 による ラフィ

ア ・ヤシの土器焼成への利用か らも判る。
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か ら自生 して 採 取で き る ヤ シ酒 の 経 済 的利 用 価 値 は高 い。 前 に 述 べ た とお り であ る。

市 場 に も って い くと高 く売 れ る。

 た とえ ば,フ ンバ ンか ら北 東 へ24キ ロメ ー トル 進ん だ と ころに あ る ン ジモ ム村 の ン

ジ ・ンジ クム ン ジュ ア は,山,丘,川,山 林,畑,野 原 と広 大 な土地 を も って い る。

ン ジモ ム村 を 構成 す る七 つ の街 区 の 一 つ フ ォ ン グー街 区 の ほ とん どが,こ の ン ジの 領

地 で あ る。 す る と,こ の ン ジの リネ ー ジ内 に は い ない近 隣…の者 た ちが,リ ネ ー ジ内労

働 力 で は手 が足 りず 放 置 され て い る ラフ ィア ・ヤ シの使 用 を,ン ジに 申 し出 る こ とが

あ る。 こ う した依 頼 と接 衝 が,1984年8月23日,ン ジモ ム村 の ン ジ クム ンジ ュアの ン

ジ宅 で 持 た れ た。 その 交 渉 の 結 果,次 の よ うな文 書 が 持 ち主 の ンジ と使 用 者 の間 で か

わ され て い る。

「 ンジモム村                   1984年8月23日

 私,ン ジクム ジュア は,こ こに サインを して,ム ンベン ・タティオ(Mumben

Tathio)氏 が,ン ジモム村 にあ る私所有の ラフィア ・ヤシの畑 からヤ シ酒を抽出す

ることを,許 可 します。 この ことにより,ム ンベ ン氏 は,1月 に3000フ ランCFA

の現金を支 払う(返 却 す る)こ とを承認いた しま した。 この支払 いは,10月 末か ら

効力を発揮することと します。

 試み に,こ の返済(支 払 い)能 力が ムンベン氏にあるか どうか判断するべ く,6

カ月 の返済遅滞 までは,承 認 します。

  所有者署名                    ムンベ ン氏署名

   ンジ側証人署名                 使用者側証人署名 」

 この よ うに,ラ フ ィア所 有者 ・使 用 者側 双方 の 証 入 もま じえ て,4人 が サ イ ン して,

ラ フ ィア ・ヤ シの 酒 の 抽 出 使 用権 を互 いに 承認 し合 って い る。 ン ジ側 に と って みれ ば,

ラ フ ィァ ・ヤ シは,「お 金 を生 む卵 」 と い う こと に な る。 だ ま って いて もジ 月 々300フ

ラ ンCFAが 入 手 で きる か らで あ る。 そ して,こ う した ラ フ ィア ・ヤ シの使 用権 を決

済 で きる の は,た とえ そ の ラ フ ィア の植生 の地 が,す で に ンガ ン ジ ュに 貸 与 され て い

る地 所 で あ って も,ン ガ ン ジ ュで はな く,こ の ン ジが 決定 を下 す の で あ る。 ヤ シ文 化

の象 徴 に よ って ン ジ とな った者 が,こ の ヤ シの経 済 力 を 自由 に ものす ご とが で き るの

で あ る。

 それ で は,バ ム ン伝 統 社会 に お け る ン ジの役 割 と権 威 は どの よ うな もの な の か,こ

れ を バ ム ン王権 社会 の政 治 構 造 の な か に位 置づ けて 述 べ て み よ う。 そ して,そ の バ ム

ン王 権 ξ)政治構 造 に ヤ シの文 化 表 象 が いか に係 わ り これを 支 え て い るか を見 て み る こ

と に しよ う。
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2) バ ムン王権の政治制度

 王は,バ ムン王権 の唯一にして最高の首長である。 この最高首長であるバムン王

(mfon)に つかえる者に,従 属首長(mforatuo>や 地方の村々の村長たちがいる。 王の

傍系親族や王族たちは,王 国の各地に住みそこを治めるべ く王から土地を与えられ開

拓 した。そして自らが始祖となって親族集団を発展させたのである。こうした父系の

リネージの始祖となりリネージ長となった王族や王子たちは,す べてンジ(彫2〉とい

うタイ トルを王か ら与えられる。 ンジは基本的に 「王の子」を意味する。村々の長や

地方の長となった ンジは,王 子ばかりではない。宮廷大臣や,戦 争で勲功をたて土地

と妻と労働力とを王から与えられた者,そ して被征服民の者でも技術をもっていて王

に承認された者,さ らには被征服の首長の中で もバムン王に恭順の意を表 して(地 方

首長に任 じられ)バ ムン王の 「子Jと なった者,こ れ らの者もまた,村 長や地方首長

としてバムン国ングー(ngujの 各地に任 じられてンジとなった。こうした,王 によっ

て村長と認められンジとなった者は,自 らの親族集団をここに発展させバムン国の各

地を開拓 していった。村長としてのンジは,リ ネージ長なのである。第11代 ブォンブ

オ王以来,バ ムンの歴代王は,こ うして,地 方征服と地方開拓にしたがって何百 もの

リネージをングーの国内に生みだしていった。

 このように して,王 都にいる王は,王 国内の村々に展開した数百に及ぶ リネージの

頂点に立ち,そ の村長を 「子」とする 「親」として,各 リネージとその村落に土地と

労働力と女性ﾘ妻 となるものを分配 し村々を富ませる。バムン族の祖先の掟や慣習に

のっとって案件を裁き,村 々の葛藤や競争を調停する。村々か ら兵隊を集めて他首長

領と戦い,戦 利品と報賞というべき奴隷一労働力と女性=配 偶者を与え分配する。そ

して,す べての村々の安全と王国の繁栄を維持 してこれを祈念するべく,歴 代の祖先

王とひいては部族そのものの祖先に対 して儀礼を司祭する。

 一方,王 国の村々にたいする村長 ンジたちは,王 から与えられた土地の用益権を,

この村内や リネージ内にいる何人もの家族長に割 りあてて分配する。 この時,リ ネー

ジ長であり村長であるンジは,も ちろん家族長を 「子」とする 「親」である。土地の

みならず,労 働力や配偶者の家族長への分配 ・割 りあても,す べて神なる王の承認を

得て 「王の子」であるンジの判断と決定0つ で きまる。その意味で,王 と部族の祖先

に承認を得た全権を,ン ジは家族長に対 して有 している。ンジは,村 内や リネージ内

の争議や家族間の葛藤を調停する。家々から兵隊を集め一族を率いてバムン王と王国

のための戦争に参加 し,王 から供与された戦利品 ・奴隷 ・女性をまた家々に分配する。
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図10バ ムン王権 の重層 的政治制度とヤシ酒儀礼

そ して,呪 術 か ら村 と リネ ー ジを守 り,村 内の す べ て の家 族 の 安全 と村 や 治 め る貿

全 体 の繁 栄 を祈 って,先 祖 にあ た る今 ま で の すべ て の リネ ー ジ長=旧 ンジ た ち に文

る儀 礼 を司 祭 す る。

 この よ うに,王 都 に い る王 国の 長 フ ォ ン=王 が地 方 に い る村 々の 長 ン ジに対 しマ

う役割 と,そ の 村 長 で あ り リネ ー ジ長 で あ る ンジ がそ の な か に い る村人 や家 族 の 王

対 して 遂 行 す る役割 と は,規 模 こそ ちが え,同 一 で 連続 的 であ る(図10)。 こ の)

の役 割 と権 力 は,村 々 に い る ンジで あ ろ うと王 都 内 の一 角 に封 じられ た ンジで あZ

と,ま った くか わ りは な い。 ン ジに な る こと に よ って もた らされ る権 力 は,強 大 渡

の と な る。 この こ とが,後 に の べ る新 し くン ジを生 み だ す儀 礼,ス ー ン ジ儀 礼 の羽

的 意 味 と結 び つ い て くる。 しか も,こ の時,王 と王 都 や村 々 に ち らば った リネ ーS

ン ジ,リ ネ ー ジ長 と家 族 長,家 族 長 と家 族 成 員,と い った二 者 は,そ れ ぞれ 擬 制 白

親 子 関 係 や 実 質 的 な親 子 関 係 で 連 結 して い るか ら,王 都 に い る頂 点 の 王 か ら各 地 α

々に い る底 辺 の バ ム ン民衆 に い た るま で が,支 配 一 被 支配 関係 を 重 層 化 させ っ つ,

とつ の支 配 ・統 治系 統 の連 続 線 を つ くりあ げ る こと に な る。 バ ム ン王 権 の 政治 的着

は,か よ うに,上 か ら下 まで,経 済 的一 貫 性,法 的 ・政 治 的一 貫 性,軍 事 的一 貫 ゼ

宗 教 的一 貫 性 に 支 え られて,形 成 され て い る10)。

 3) 王 権 の 政 治 制 度 と ヤ シ 文 化

 バ ム ン王権 の 政治 制 度 は,上 に 見 た よ うに,王 国 の 中心 ・王 都 か ら村 々そ して拳

10)こ の政治 的 ヒエラルキーを,そ の空間的展開 としての都市一村落関係の視点 に重点を置し

 分析 したのが,筆 者 の首長制社会 の都市論であ る[和 崎 1984a]。
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の家 々 にい た るま で,あ る い は同 時 に,頂 点 の 権 力 者 ・王 か ら村 長 一 ン ジを へ て各 家

族 長 まで,経 済 的 に も政 治 的 に も軍 事 的 に も宗 教 的 に、も,そ の行 為 の意 味 や 役 割 の 一

貫 性 と連 続 性 が形 成 され るか た ちで,そ の 基 本 構 造 が成 り立 って い た。 この王 権 の政

治 機 構 は,ま た文 化 的 か つ 象 徴 的 に 強化 され る仕 組 み を もつ 。 そ れ が,王 都 や村 々 に

あ る文 化 象徴 を つ う じて 実 現 され る ので あ る。 こ こに ヤ シ文 化 が係 わ って くる。

 表4を みて み よ う。 これ は,バ ム ン王権 社会 の 政 治構 造 を,王 一 ン ジー 家 族 長 の3

レベル で,あ る い はそ れ は 同 時 に王 都 一 村 落 一 家 々の3レ ベル で,そ の そ れ ぞ れ の レ

ベル で 使 用 され る宗 教 儀 礼 上 の 祭 事具 と文 化 シ ン ボル を 比較 した もの で あ る。 ま ず,

長 ラ ッパ を例 に み よ う。 王 都 に い る王 国 の 長 ・王 が 行 進 す る際,王 の 前 で 王 の祝 福 と

賞 賛 と浄 化 の役 割 を 果 た す,長 い ラ ッパ,カ カ キ(肋 肋 勧 とい う儀 礼 用 具 が あ る(図

11)。 これ とま った く同 じよ うに,村 落 レベル に おい て は,村 の 長 ン ジの行 進 を そ の前

で 讃 え る,王 の カ カ キ と同 型 で これ に比 べ れ ば や や 小型 の,ン タ ー と呼 ばれ る長 ラ ッ

パ が あ る。 そ の祭 事 具 の 機 能 と形 態 は,王(王 都)レ ベル と ン ジ(村)レ ベル で 同 じ

だ が,大 小 の規 模 や この 儀 礼 用 具 が その 機 能 を 及 ぼ す 政治 領 域 の広 さ が ま った く異 な

る。

 次 に,一 般 に ダ ブル ・ゴ ング と呼 ばれ るU字 型 の一 対 の鐘 を と りあ げ よ う。 王 宮 に

は,王 の た め に,メ ンジ ャム ドゥ(menjamdu)と 呼 ばれ るダ ブル ・ゴ ン グが あ る(写 真

43)。 メ ンジ ャム ドゥの鐘 は,王 の死 に 伴 って 鳴 らさ れ る。 そ して,こ の メ ン ジ ャム ド

表4 王 ・ンジ ・家長の継承儀礼 とその祭事具 の連続 性

太   鼓 儀礼用日傘 ダ ブル ・ゴング 長 ラ ッパ

王  都1
(王)

キ ン デ ィ
kindi

タ ー ラ ヴ ェ タ

taara veta

メ ンジ ャム ドゥ
menjamdu

カ カ キ
kakaki 大

村  落
(ンジ)

ン ダ ム

ndam ター ラヴ ェタ
ク ウ ォ ム
kuwom

ン タ ー
 nta 中

7

 (家長) (タ ー ラヴ ェタ) 小

角   盃 ヤ シ 酒 酒入れ容器 ヤシ酒を とる森

王  都
(王)

国 の 角 盃
ドウ ・ング ー

国 の 酒
ズ ー ・ングー 広

マ カ ー クガ ー

makakuga

国 の 森
セ ン ・ング ー

(セ ン ・フ オ ン)

村  落
(ンジ)

国 の 角 盃
ド ウ ・ング ー

ヤ シ の 酒

ズ ー ・ンフー 中 マ カ ー クガ ー ン ジ の 森
セ ン ・ン ジ

(家長)
酒 の 角 盃

ド ウ ・ンズ ー

ヤ シ の 酒

ズ ー ・ンフー 狭 (マ カー クガ ー)

 ラフ オ アの 森

 セ ン ・カー ラ

(セ ン ・ンガ ンジ ェ)
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写真43 「バ ムンの子 は戦いに行 け」と王 はメンジャム ドゥ

    をならす

   図11

王を讃 えるカカキ

の長 ラッパ

ウの鐘 は,王 の 葬 送儀 礼 に 際 して,王 が 死 の ベ ッ ドに 横 たわ る

時,王 の 頭 の左 横 に たて か け られ る。 こ の時,タ ー ラ ・ヴ ェタ

(taarαveta)と 呼 ばれ る 日傘 も 同時 に ベ ッ ドの頭 部 の 頂 に たて か け

られ る。 こ う して,王 のダ ブル ・ゴ ング と王 の 日傘 は,7日 間,

王 の死 の ベ ッ ドに付 き添 うの で あ る。 王 の キ ンデ ィ(kindi)の 大

太 鼓 は,敵 の来 襲 をつ げ た り 王 宮前 広 場(肋 ジ6πジの に 民 を集 め

た りす る時 に な ら され るが,王 の ダ ブル ・ゴ ン グは,こ れか ら戦

い に挑 む 時 や 戦 争 に で る時 に た た か れ る。 そ して,こ の重 大 な 意

味 を もた ら しつ げ るダ ブル ・ゴ ン グの た た き棒 一バ チ は,ラ フ ィ

ア ・ヤ シの幹 カ ム ズの 表 面 を 削 って 作 った もので あ る。 王 都 で 王子 格 の ン ジを生 みだ

す ス ー ン ジ儀 礼 が行 わ れ た時,王 は戦 の 装束 で参 加 しメ ン ジ ャム ドゥを た た い て 「戦

い に 行 け」 と鼓 舞iした(写 真43)。 「王 の 子 」 は バ ム ン王 の た め に戦 いに い どむ か らで

あ る。

 一 方,村 落 の長 ンジの居 所 に は,ク ウ ォム(kuwom)と 呼 ば れ るダ ブル ・ゴ ング があ

る(図12)。 ン ジの ク ウォ ムの鐘 は,王 の メ ン ジ ャム ドゥの鐘 よ りそ の大 きさ は小 さ

い が,王 の鐘 とま った く同型 で あ る。 ク ウ ォム のダ ブル ・ゴ ン グは,村 の 長 で リネ ー

ジの 長 で あ る ン ジの死 に伴 って 鳴 ら され る。 さ らに,王 の ダ ブル ・ゴ ン グ と同様,ン

ジの ダ ブル ・ゴ ン グは,ン ジの 葬 送儀 礼 に際 して,ン ジ が死 の ベ ッ ドに横 たわ る時,

ン ジの 頭 の左 横 に た て か け られ る。 この 時,王 の 日傘 と呼称 も同 じラ フ ィア ・ヤ シ製
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の 日傘 タ ー ラ ・ヴ ェタ が,王 の ベ

ッ ドと 同 じ様 式 を もって 同 じ場所

に た て か け られ る。 ンジ の タ ー ラ

・ヴ ェタ は王 の そ れ と,大 き さだ

け は ちが うが 型 も名称 も同 じもの

で あ る(カ ラ ー写 真4)。 そ して,

この ン ジの ク ウォム の ダ ブル ・ゴ

ン グ と 日傘 もまた,王 の そ れ と 同

じよ うに,7日 間,ン ジの死 の ベ

ッ ドに 付 き添 うので あ る。 ン ジの

ンダ ム@磁 切 の大 太 鼓 は,や は

り王 の大 太 鼓 と 同 じ く,敵 の来 襲

を告 げた り村 の広 場 に 民 を 集 め た

りす る時 に な らされ るが,ン ジの

図12ダ ブル ・ゴング:ン ジの クウォムと

   家族長 の小 クウォム

ダ ブル ・ゴ ング は,こ れ ま た村 民 や リネ ー ジ成 員 を 鼓 舞 す る時 に た た か れ る。 そ して,

ンジ のた め の ダ ブル ・ゴ ン グを た た くバ チ もま た,王 の それ と 同 じ く,ラ フ ィア ・ヤ

シの カ ムズ製 なの で あ る。 ま た,こ こで使 わ れ る王 の 日傘 も ン ジの 日傘 もと もに,ラ

フ ィア ・ヤ シの幹 カ ムズ の 表 皮 を 削 り と り,こ の竹 の よ うに 光 沢 を も った硬 い表 面 の

長紐 を組 ん で 作 った もの で あ る。

 この よ うに,村 々 にあ る ン ジ用 の重要 な祭 事 具 は,ほ とん どす べ て,王 都 に あ る王

用 の祭 事 具 に そ れ ぞれ 対 応 して 結 びつ いて い る。 つ ま り,村 レベル の 祭 事具 あ るい は

ン ジの祭 事 具 は,王 都 レベル の祭 事 具 あ る い は王 の祭 事 具 の,そ の役 割 も用法 も形 態

も同 じ,「 小 型 模 型 」 の ミニ チ ュア な ので あ る。 この,儀 礼 用 具 の役 割 と用法 と形 態

が 同 じで あ る こ とを通 して,王 都 と村 の政 治 的 ヒエ ラル キ ー と,王 と ン ジの,そ して

民 衆 へ とつ なが る支配 ・統 治 ライ ンの連 続 性 と同 一性 が保 障 され て い る。 そ して,そ

れ が,ダ ブル ・ゴ ン グや 日傘 で み た よ うに,ラ フ ィア ・ヤ シの文 化 表象 と結 びつ き こ

の 象 徴 的 意 味 をつ う じて,実 現 され て い る こ とが 重要 な の で あ る。

 そ れ で は次 に,王 都 に お け る儀 礼 と村 々に お け る儀 礼 とを,そ の 長 の 交 替 ・継 承 の

儀 礼 を とお して 比 較 して み よ う。 つ ま り,こ こで は,バ ム ン王 都 の政 治 制 度 に した が

って,王 都 に い る王 国 の 長 フ ォ ン(王),村 の長 で も あ り リネ ー ジ長 で もあ る ン ジ,村

の なか に い る家 族 長 ンガ ン ジ ェ(nganjah)と い う,3つ の段 階 的 レベル を 問題 に す る

と い う こ とで あ る(図10,表4)。
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 ま ず 第 一 に,バ ム ン民 衆 を 治 め る村 々の家 族 長

の レベ ル で あ る。 家 族 長 の継 承 儀 礼 に は,ド ゥ ・

ンズ ー(ぬ 耽 の と呼 ばれ る 「酒 用 の 盃」 を示 す 野

牛 の角 の盃(図13,カ ラ ー写 真4)と,ズ ー ・ン

フー(之πψ)と 呼 ばれ る ラ フ ィア ・ヤ シか ら抽 出

され た ヤ シ酒,そ して マ カー クガ ー(耀 加 盈 ㎎αの

図13 ドゥ ・ンズー の 角盃

と呼 ば れ る酒 を 容 れ る ポ ッ トとが用 意 され る(図8,写 真44)。 新 しい家 族 長 の 継 承

儀 礼 に は,村 で 彼 を 治 め そ の権威 の 正統 性 を 保 障 す る ン ジが きて た ちあ う。 ン ジは,

マ カ ー クガ ーの ポ ッ トに入 った ヤ シ酒 を ドゥ ・ンズ ー の角 盃 に うつ し,新 しい家 族 長

に 与 え る。 こ う して,神 その もの で あ る王 とそ の王 の子 で あ る ン ジの承 認 を う けて,

新 しい家 族 長 は,今 度 は 自分 が 自 らの権 威 を 及 ぼ す家 族 成 員 た ちに ヤ シ酒 を 与 え る。

か れ らは,着 席 して 角 盃 を 持 って い る新家 族 長 の前 に脱 帽 して しゃが み,両 の 素手 で

角 盃 か らヤ シ酒 を 受 け て これ を飲 み 干 す。 こ うす る こ とに よ って,成 員 た ちは,新 し

い家 族 長 の 権 威 と支 配 とを全 面 的に 受容 す る こ とを 表 明 す る の で あ る。 こ う した 厳 し

い尊 敬 の念 が 払 わ れ る所 作 の 様式 は,こ の継 承 儀 礼 を とお した 父系 ライ ンの 延 長 線 上

に王 の祖 先 神 の 姿 が は っ き りバ ム ン民 衆 に 浮 かん で 見 え て い る こ とか ら,導 び か れ る

もので あ る。

 次 は,村 の 長 や 王都 の カル チ ェ街 区 の長 や リネ ー ジ長 の レベル で あ る。 こ う した 長

で あ る ン ジの 継 承儀 礼 に は,ド ゥ ・ン グー(du ngu)と 呼 ば れ 「故地 の角 盃 」「国 の角

盃 」 を 意 味 す る野 牛 の角 の盃 と,ズ ー ・ン フー の ヤ シ酒,そ れ に これ また マ カ ー クガ

ーの ポ ッ トが用 意 され る
。 こ う して用 意 され る新 しい ン ジ用 の 祭 事具 は,三 つ と も,

写真44マ カークガーのヤ シ酒入れ と敵 の歯
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写真45新 ンジによるヤ シ酒交付儀礼

家族長の継承儀礼用のそれとまったく同一のものである。ただ,角 盃 とマカークガー

の大きさが;家 族長のそれに比べると大 きい。また;角 盃の呼称が,家 族長レベルで

は 「酒用の角盃」というあまりマーキングを受けない一般名称で呼ばれたのに対 し,

ンジのレベルでは 「故地の角盃」「国の角盃」と明確な政治領域の限定と広がりを見

せている。新しく村の長のンジとなる者 は,王 都の王宮におもむき,王 自身の角盃で

王自らの手によってヤシ酒を与えられ,新 しいンジ,つ まり新しく 「王の子」となっ

たことの承認を受る。王の承認を得て自らの正統性を保障され村に帰着 した新 ンジは,

自分が支配を及ぼし同時に保護 して繁栄を保障する多 くの家族長たちに,ド ゥ・ング

ーの角盃でヤシ酒を与える。この時,着 席 している新 ンジの前に,今 度は,先 に権威

を誇示 した家族長たちが脱帽して しゃがみ,両 の素手でンジからヤシ酒を受けてこれ

を飲みほす(写 真45)。 こうすることによって,家 族長たちは,新 しいンジの権威と

支配 とを全面的に受けいれることを表明するのである。

 最後に,王 国の頂点,王 の継承儀礼である。 ここでも,や はり,ド ゥ・ングーの

「国の角盃」を意味する野牛の角の盃と,ズ ー ・シグー(創 ㎎の と呼ばれるヤシ酒,

それにマカークガーのポットが用意される。つまり,王 都における一国の最高首長 ・

王の継承儀礼に使われる宝器複合の基本構造と,村 々におけは リネージ長ンジャ家族

長の継承儀礼にみられるそれとは,ま った く同種で同一のものである。その大 きさの

大小 と,角 盃 ・ヤシ酒の呼称と,そ の指示領域の範囲が異なっているだけである。こ

こに,政 治支配の連続性と表裏一体の文化構造がある。王の継承では,角 盃は 「国の

盃」と呼ばれ,ヤ シ酒は 「国の酒」と呼ばれている。その指 し示す範域は,バ ムン王

国あ最大政治領域である。 また 「国の」(ngti)と いう呼称の裏には,歴 代王がバムン
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王 国を 支 え て きた と い う時 間 的 深 さ一と伝 統 の 正 統性 も,メ タ フ ァー と して 表 明 され て

い る。

 こ こで・ 角 盃 の 呼 称 の3レ ベル を比 較 しよ う。 家 族 長 の角 盃 は,「 ヤ シ酒 用 の角 盃 」

「酒 の角 盃 」 で あ る。 こ こで は,特 別 の 有 徴化 は行 わ れ ず,一 般 バ ム ン民衆 を 統 治 す

る とい う意 味 が 読 み とれ る。 つ ま り,最 も 「あ り きた り」 に小 規 模 な 政治 ・生 活 領域

が 表示 さ れ る。 次 に,ン ジの角 盃 も王 の角 盃 も,呼 称 は 「ドヴ ・ン グー」 で あ る。 た

だ,バ ム ンの 説 明 で は,ン ジの 角 盃 の場 合 の ン グ0に は,「 国」 の意 もさ る こと なが

ら,む しろ この語 の も う一 つ の 意 味 「故 地 」 「故 里」の意 の 比重 が大 きい とい う。 バ ム

ン族 の 原 点 の角 盃 の意 が 強 い 。 そ れ で は,そ れ に して もン ジに民 族 の 「原 点」 や 時 に

は 「国 」 と い う最 大 の範 域 を示 す 呼称 が 当て られ る理 由 は何 な のか 。 それ は,実 は,

バ ム ンの諺 の なか に あ る。 バ ム ンは,「 バ ム ンの国 と王 とが ,野 牛 全 体 に た とえ られ

る。 この時,ン ジが野 牛 の角 とな って,突 進 し国全 体 を支 え る」 と考 えて い る。 ン ジ

は,「 国」その もの を支 え る 「角 」 なの で あ る。 した が って,角(盃)そ の もの に,王

と ンジ の2レ ベ ル が重 な る時 ほ,王 の 角(盃)が 「国 」 を表 示 し,ン ジの角(盃)が

少 しズ レて 「故 地 と国 」 を 表 示 す る。 が,王 が野 牛=国 とな る時,ン ジ が その 国 の0

部 で あ る 「国 の角 」 とな るの で あ る。 家 族 長 が 野牛 の部 分 に擬 せ られ る こ とは な い。

そ の意 味 で,王 と ンジは,真 に 「親子 」 と して一 体 化 し野 牛 一 国 を形 造 って い る ので

あ る。 「王 と ンジは一 体 」 な の だ。 こ う して,ン ジ の レベ ル に も 「国 の角盃 」 と い う

呼 称 が あ て られ た と考 え られ る。

 さて,王 都 の そ ば をバ ム ンの 起 源 の地 ンジ モ ムの方 向 か ら流 れ て くる ン シ川(Nishi)

と呼 ば れ る 「先 祖 の川 」 で 水浴 を し(図14),先 祖 で あ る歴 代 王 とそ の起 源 地 に よ っ

て浄 化 され 承 認 され た新 王 は,王 宮 に戻 って,自 分 の支 配 とそ の 裏返 しの 神 聖 な力 と

を直 接 受 け る限 られ た人 た ちに,ド ゥ ・ング ーの 角 盃 で 「王 国 の ヤ シ酒 」 を 与 え て い

る。 この 時,デ ィグ ァィ ン ・キ ングで あ る王 か ら直 接 ヤ シ酒 を与 え て も ら う栄 誉 に浴

す るの が,王 の子 で あ り 「王 の子 」 なの で あ る。 こ う して,村 々 の長 で あ り リネ ー ジ

長 で あ る ン ジが,血 族 の王 子 と と もに,新 王 か らヤ シ酒 を 受 け る。 この 時,着 席 して

い る新 王 の前 に,今 度 は,先 に権 威 を誇 って い た ン ジた ちが脱 帽 して しゃがみ,両 の

素 手 で 角 盃 か らヤ シ酒 を 受 けて これ を 飲 み 干 す。 こ うす る ことに よ って,ン ジた ちは,

新 王 の権 威 と支 配 とを全 面 的 に 受 け入 れ る こ とを 表 明す るので あ る。

 こ う して バ ム ン王権 社 会 の 三 つ の 段 階 的 な宗 教 儀 礼 を みて くる と,王 の継 承儀 礼 と

ン ジの継 承 儀 礼 と家 族 長 の 継 承 儀 礼 の3レ ベル を 貫 い て,儀 礼 に 使 用 す る祭 事具 で あ

ろ うと,ヤ シ酒 を抽 出す る森 の 呼 称で あ ろ う と,そ こに展 開 され る所 作 や 儀 礼様 式 や

420



和崎  カメルー ン ・バ ムン王権社会のヤシ文化複合

マ ナ0で あ ろ うと,さ らに は,そ の所作 の意 味 づ けで あ ろ うと
,す べ か ら く,同0性

と連続 性 が存 在 して い る。 そ して,王 国 か ら民 衆 に い た るまで 「長 」 を生 み だす の は,

こ とご と くどの レベ ル を と って もヤ シ文 化 の もた らす 「力 」 と神 聖 性 で あ った
。

 こ う して,王 と ン ジと 民衆 とを 通 して,あ るい は,王 権 の 中 心 ・王都 と地 方 の 村 々

の間 に,政 治 的 ・経 済 的 な連 続 性 に支 え られ た ヤ シ酒 儀 礼 の連 続 性 が あ るか ら こそ,

バ ム ン王権 が 王都 か ら離 れ た 諸地 方 の遠 隔 の 村 々 を支 配 す る こ とが
,よ り一 層可 能 と

な り,よ り一 層 強化 され るの で あ る。 と同 時 に,逆 に,バ ム ンの民 衆 は,王 権 中 心 か

ら遠 く離 れ よ うと,神 な る王 を ま だ0度 も見 た こ とが な くと も,村 に い る ン ジと 家族

長 の ヤ シ酒儀 礼 の なか に 王 都 の エ ッセ ンス を見,王 の影 を そ こにか い間 み る こと に よ

って,神 や祖 先 そ の もの で あ る王 とのつ なが りを 確 認 し安 寧 をえ て
,バ ム ンー ア ィ デ

ンテ ィテ ィの全 体 性 を獲 得 す る ことがで き る
。 そ して,王 国を 保 障 し王 を生 みだ し ン

ジを生 みだ し自 らの属 す る家 族 長 を生 み 出す もの が,村 人 一 人 一 人 の 目 と鼻 の先 に あ

り時 に ご く日常 的 に そ の酒 を楽 しむ ことが あ る とい う,そ の 身 近 な ラフ ィア ・ヤ シで

あ る,と い う こ とが,王 権 の政 治 構 造を 偶 々ま で完 徹 させ る こ とに な り,ま た一 人 一・

人 の心 理 保障 を与 え る ことに な るの であ る。

 頂 点 か ら底 辺 に及 ぶ,政 治 支 配 の連 続 性 と一 致 して これ と相 互 に結 びつ き,こ れ と

表裏0体 を な して 政 治 構 造 を 強 化 してい る,ヤ シを 根 幹 と した 宗教 シ ンボル に よ る,

文 化 表 象 の複 合 構 造 が,バ ム ン社会 とそ の 文化 の基 底 に 横 た わ って い る。 ラ フ ィア ・

ヤ シか ら生 み だ され る ヤ シ酒 を め ぐって,宝 器 と文 化 表 象 と儀 礼 ・信 仰 の 複合 構 造 が,

バ ム ン王 権 の 政 治 ・経 済 ・社会 構 造 とマ ッチ しなが ら,こ れ と有 機 的 に 結 びつ き あ っ

て,バ ム ン民 衆 に祖 先 の 力 と生 き る正統 性 と生 命 の 源泉 とを与 え て 保 障 して い るの で

あ る。

 先 に,「 先 祖 の 川 」 ン シ川 で 水浴 し身 を 浄化 して か ら,新 王 と して王 都 に入城 した

ことを 述 べ た 。図14を み て も判 る よ うに,こ の ン シ川 の聖 性 と浄性 を保 障 して い るの

は,バ ム ンの 起 源地 とい え る,ン シ川上 流 の 「国 の森 」 セ ン ・ン グ ー とい うラ フ ィ ア

・ヤ シの森 で あ り,こ こか ら抽 出 され た 新 王 を承 認 す る ヤ シ酒 で あ る
。 この 地 に は,

バ ム ン王 国 の始 祖 ン シ ャー ラ王 の 墓 があ る
。 そ こか ら川 は流 れ,ヤ シ酒 が もちだ され

るの で あ る。 つ ま り,王 都 内へ の入 城 に も,ヤ シ文 化 に よ る浄化 が係 わ って い る の で

あ る。

 この ことに つ い て は,「 象徴 空 間 と して の王 都 の 横 造」 とい う論 文 で 論 じた[和 崎

1989b:274-276・285-286]の で 詳 し くはふ れ な い が,王 都 の 「ウ チ」 「ソ ト」 と い

う観 点 で み た と き,王 都 の 中 は ヤ シ酒 や ヤ シ文 化 で守 護 され て い るの で あ る。 例 え ば,
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図14王 権 ・王都 の神聖性 とヤ シ文化

バ ム ン以 外 の他 部 族 が 王都 フ ンバ ンに入 城 しよ う とす る 時,そ の足 も とに ヤ シ酒 がま

か れ た。 こ う して 浄 化 され た ので あ る。 と同時 に,こ う した被 征 服 民 と して の 他部 族

の場 合 は,む しろ ヤ シ酒 を足 もとに か けて も らう こ とに よ り,身 分 解 放 され,バ ム ン

社会 へ の 同化 の パ スポ ー トを 手 に 入 れ た11)。 かつ て 王都 の 外 に戦 争 に で か け 王都 に

帰 着 した バ ム ン戦 士 は,ヤ シ酒 が注 が れ た祖 先 の 墓 を ま た ぐ こと に よ り浄 化 され・ 王

都 へ の入 城 が可 能 とな った。 今 日で も王都 内 は,ラ フ ィア ・ヤ シに守 られ て い る。 バ

ム ン王 が 外遊 し王 都 フ ン六 ンに帰 郷 した と き,王 都 に は 多 くの ラフ ィァ ・ヤ シの葉 が,

木 々や 柱 や建 物 に たて か け られ,神 聖 王 の入 城 を 祝 った の で あ る。

5.現 代国家行政の なかのバ ムン民族結社 と ヤシ文化

現代 カ メル ー ンの主 な 都市 の なか で,バ ム ン族 の人 た ち が,ど の よ うな生 活 を し,

また い か な る 「ま とま り」 を示 すの か を め ぐって,筆 者 は,諸 都市 に お け るバ ム ン ・

11)被 征服民が優秀な技術をもっていた ことから,王 都 フンバ ンに連れてこ られ,「 王の子」 ン

 ジ とな ってバム ン化 して い く歴史動態については,[和 崎 1986:223-235]で 論 じた。

422



和崎  カメルーン ・バムン王権社会のヤシ文化複合

ア ソ シエ ー シ ョンの活 動 を 集 中 的 に調 査 して み た12)。

 こ こで 判 明 して きた こ とは,2週 間 に一 度 や月 に一 度 な ど,バ ム ンの人 た ちが 集 う

そ の頻 度 は都市 に よ って異 な るが,ど の都 市 のバ ム ン民 衆 も必 ずバ ム ン の伝 統舞 踊 を

表5 カメルー ン諸都市 におけるバム ン民族結社

都 市 名
結社 リーダーの
地    位

バ ムン民族舞踊(使 用民族楽器) 民族的道具

1 ブ    ダ シ   ェ   フ ヤー ヤ,ジ キ リ (プ ェ プ ェ ッ ト)

(ン ガ ンジ ュ)

2 バ メ ン ダ シ   ェ   フ ジキ リ てプ ェプ ェ ッ ト)

(ン ガ ン ジ ニ)

3 ク  ン バ シ    ェ   フ ンダ ン ジ ェ,メ ン ド ゥ,ジ 、キ リ,ビ ジ ニ ー ・ ン ク ー 小

(ン ガ ン ジ ュ) ヤ,ヤ ー ヤ(モ ー ンフ ォ ン小 太 鼓,プ 刀,カ ム フ ァの
エ プ ェ ッ ト,バ ング ーマ ラカ ス) サ ーベ ル

4 ド ゥ ア ラ シ ェ フ ・シ ュ ペ リ ン ダ ン ジ ェ,ジ ェ ム サ ー リ,メ ン ド ゥ, ニ ー ・ ン ク ー 小

エ ー ル (ン ジ) ジキ リ,ビ ジ ャ,ヤ ー ヤ, (モ ー ンフ 刀,カ ム フ ァの
オ ン小 太 鼓,ニ ェニ ェ,ン ダ ム太 鼓, サー ベ ル

プ ェプ ェ ッ ト,バ ングー マ ラカ ス,ピ
エ ク ップ)

5 ヤ ウ ン デ シ ェ フ ・シ ュ ペ リ ンダ ン ジ ェ,ジ ェ ム サ ー リ,メ ン ド ゥ, ニ ー ・ ン ク ー 小

エー ル (ン ジ) ジキ リ,ビ ジ ャ,ヤ ー ヤ(モ ー ンフ ォ 刀,カ ム フ ァの
ン太 鼓,ニ ェニ ェ,ン ダ ム太 鼓,プ ェ サー ベ ル

プ ェ ッ ト,バ ング ーマ ラカ ス,ピ エ ク

ップ,ン ジ ャー のバ ラ フ ォ ン)

「

6 ンコ ンサ ムバ シ ェ フ ・シ ュ ペ リ クナ ー, ン ソロ, メ ン ドゥ, ヤ ー ヤ ニ ー ・ ン ク ー 小

エ ー ル (ン ジ) (プ ェプ ェ ッ ト,バ ングー マ ラ カス, 刀
ンタ ン太鼓)

7 バ ン キ ン シ    ェ   フ ジキ リ ビ ジ ャ,メ ン ドゥ (モ ー ンフ ニ ー ・ンク 」小

(ン ガ ンジ ュ) オ ン小 太 鼓,プ ェプ ェ ツ ト,バ ン グー 刀
マ ラカ ス)

8 マ ヨ ダ ル レ シ    ェ   フ メ ン ドゥ (プ ェプ ェ ッ ト)

(ン ガ ンジ ュ)

9 ノく  ニ   ヨ シ    ェ   フ メ ン ドゥ,プ ゥル ム,ン ダ ンジ ェ(モ ニ ー ・ン ク ー 小

(ン ガ ンジ ュ) 一 ンフ ォ ン小 太 鼓 ,プ ェ プ ェ ッ ト,バ 刀,カ ム フ ァの
ングー マ ラカス) サ ーベ ル

10 テ ィ バ テ ィ シ    ェ    フ メ ン ドゥ (プ ェプ ェ ッ ト,バ ング ーマ ニ ー ・ン ク ー 小

(モ ・ンガ ンジ ュ) ラ カス) 刀     '

11 ンガウンデ レ シ ェ フ ・シ ュ ペ リ メ ン ド ゥ,ジ ェ ム サ ー リ,ン ダ ン ジ ェ, ニ ー ・ン ク ー 小

エー ル (ン ジ) ジ キ リ,ビ ジ ャ,ヤ ー ヤ(モ ー ンフー 刀
ン小 太 鼓,ニ ェニ ェ,プ ェプ ェ ッ ト,
バ ングー マ ラカス,ン ジ ャー の バ ラフ

オ ン)

12 ガ  ル  ア シ   ェ   フ メ ン ド ゥ,プ シ ャ ー ラ(プ ェ プ ェ ッ ト, ニ ー刀

(モ ・ンガ ンジ ュ) バ ング ー マ ラカ ス)

13 ブ イ ジ ル 1家 族 の み ラジオ ・パ フサンで民族音楽を聞 く

12)バ ムン県 にある村 の結社 については[和 崎 1984b]を 参照。 ここで も,伝 統的な様式 をと

 り続けてい る村 の結社では,ラ フィア ・ヤシのヤシ酒をもって集いの開会をオーソライズ し,

 バ ムン王の長健 と王 国の繁栄を祈 り,王 と祖先 に感謝するのである。
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おど り伝 統 歌 謡 を歌 って い る,と い う ことで あ る。 しか も,そ の 集 い方 やそ の 規 約,

そ れ にバ ム ン族 の 個 々人 をつ な ぐネ ッ トワー ク の あ り方 な ど,き わ めて 組 織 化 され た

もの で あ る こ とか ら,特 に 「バ ム ンの者 た ち の み」 が 民族 の伝 統 文化 を保 持 しなが ら

互 い に協 力 しあ って い く とい う特 徴 か ら,こ の組 織 を いわ ゆ る 「民族 結 社 」 と 呼ぶ こ

とが で きる13)。

 こ こで 調 査 した,バ ム ンの人 た ちが 住 む カ メル ー ンの諸 都 市 とい うの は,100万 都

市 ドゥア ラ(Douala),50万 都市 ヤ ウ ンデ(Yaoiznd�),20万 都 市 バ メ ンダ(Bamenda),

北 カ メル ー ン の ンガ ウ ンデ レ(Ngaound駻�),ガ ル ア(Garoua)な ど の 地 方 中 核 都

市,そ れ に,ン コ ンサ ムバ(Nkonsamba),ブ ダ(Bouda),ク ンバ(Koumba),バ ニ ョ

(Banyo),テ ィバ テ ィ(Tibati)な どの 地 方小 都 市,さ らに 「街 」 規 模 とい って よい

フ ィ ジル(Figil),バ ンキ ン(Bankim),マ ヨダ ル レ(Ma`-odarl� .  )の13都 市 で あ る

(表5)。

 これ らの 都市 や街 で 様 ざ ま な 舞i踊が繰 り広 げ られ る。 バ ム ンの 「若 者 の踊 り」 メ ン

ドゥ(耀 磁 り,王 都 フ ンバ ンの フ ン テ ン街 区 の踊 りジ ェム サ ー リ(njiem∬ari ),王 族 の

踊 り ンダ ン ジ ェ(π伽㎎の,イ ス ラム教 徒 の 祝福 の踊 り ジ キ リ(zikiri ),キ リス ト教 徒

の踊 りヤ ー ヤ(翅1切,イ ス ラム 教徒 の結 婚 の 踊 り ビ ジ ャ(妨 の,バ ム ン族 の故 地 で あ

り起 源 伝 承 の 地 で あ る ン ジモ ム村 の踊 りク ナ ー(kuna;,な ど 多様 を きわ め る。

 さて,バ ム ンの 民族 結 社 と い う もの の,バ ム ン固 有 の地(現 在 で い うバ ム ン県)を

離れ た 各 都 市 で は,バ ム ン はマ ジ ョ リテ ィで は な い。 したが って,こ う した なか で は,

イ ス ラム教 や キ リス ト教 と い う宗 教 の 同一 性 に よ って,人 び との 統合 と協力 を 果 た し,

他 民 族 との 新 しい 協 働 や共 同 と 「結 びつ き」 の 形 を 創造 して,複 雑 な 都市 社 会 で の順

位競 争 や利 益 獲 得 や生 き抜 き競 争 に 対 処 して い こ う とす る14)。

 した が って,例 え ば,バ メ ンダ市 に おい て は,バ ム ンの ジ キ リの歌 謡 と舞 踊 が イ ス

ラム の祭 りに お いて 彼 らに頻 繁 に も ちだ され る。 が,こ れ は,バ ム ン族 が イ ス ラム教

徒0色 のハ ウ サ街 区 に沈 潜 し,常 日頃ハ ウサ語 を 喋 り,「 ハ ウサ族 」 の カテ ゴ リー に

越境 しいわ ゆ る 「パ ッ シン グ」 を お こな って,バ ム ンが 「ハ ウサ族 」一イ ス ラム 教 徒

13)こ うしたアフ リカ都市における民族の活動や意識については,日 野舜也の論考が参考 になる

 [1985]。 日野の論考は,文 化接触 と地域共通文化の2視 点か らアフリカ都市におけ るエスニシ

 ティを論 じている点 に特色がある。 また,ア フ リカ都市の民族結社の類型化につ いては,宮

 治美江 子の論考がある[1976]。 さらに,西 カメルー ンにおける民族的な結社活動 について,

 特 にその 経済互助 の仕組 み に焦 点 を あ て て 論 じた もの に,富 川 盛道[1980]とSoen&

 Comarmond[1971]の 論文がある。

14)都 市 における生 き抜 きの手段 ・方途 としてCohenは,諸 関係 の①創造,② 借用,③ 修 正の

 3つ をあげて いる[COHEN 1969:194]。 また,松 佃素二は,都 市出稼 ぎ民 が生き抜いて い く 

為の組 織形成 の多様性を,「 基礎協同単位」 というキー ワー ドで論 じている[松 田 1985:34-

 44]。
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と い う レ ッテ ル を 受 け入 れ て い るか らで あ る15》。 だ か ら,バ ム ンの伝 統 歌 謡 を 歌 うに

して も,こ こで は,そ れ はイ ス ラム性 の 高 い 歌謡 ・舞 踊 に 限 られ た り,イ ス ラム教 と

の結 びつ きが 強 か っ た りす るので あ る。 こ う したわ けで,バ メ ンダ 市 で は,バ ム ン ・

イ ス ラム教 徒 の 祝 福 の歌 で あ る 「ジキ リ」 が 登 場 す る。 も と よ り,バ ム ン語 で い う ジ

キ リと は,コ ー ラ ンの言 葉 やハ ウサ語 で い え ぱ 「ズ ィクル 」一「祝 福 」 とい う語 に一 致

す る語 で あ る。

 こ の よ うに して,今 度 はま った く逆 に,都 市 で キ リス ト教 徒 の他 民 族 と協力 や 協 働

や共 住 の 必要 性 が生 じる と,そ こで は,ヤ ー ヤ と い うバ ム ン族 の キ リス ト教 徒 の伝 統

舞 踊 が 頻 繁 に踊 られ る こ とに な る。 近 隣 に お い てバ ム ンの 回 りに住 む た と え ばバ ミ レ

ケな どの 他 民族 は,ヤ ーヤ の な か に,バ ム ンの 民族 性 ・伝 統性 と自 己の伝 統 文化 との

差 違 を 見 せ つ け られ,そ れ を意 識 しな が ら も同時 に,宗 教 の 同一 性 に よ っ て,そ の踊

りを 承 認 した ま ま共 有 で きる ので あ る。

 こ う した理 由で,イ ス ラム教 徒 の 踊 り ジキ リや キ リス ト教徒 の踊 りヤ ー ヤ が,多 く

の都 市 で 見 られ るの で あ る。 カ メル ー ン北端 の工 場 の 街 フ ィ ジル に は,バ ム ン は技 術

者 の 一 家 族 しか住 ん で い な い。 した が って,こ こで は,だ れ と も共 に 踊 る こと はで き

ない 。 この家 族 は,ラ ジオ とテ ー プで バ ム ン音楽 を 聞 い て い る。 そ こで,こ の 特殊 事

例 とい え るフ ィジル の場 合 を除 く12都 市 の な かで は,そ の大 多 数 とい え る8都 市 に お

いて,ジ キ リや ヤ ー ヤの舞 踊 歌 謡 が 出現 す る の で あ る。

 そ こで 次 に,こ う した 各都 市 に繰 り広 げ られ る踊 りの 多 様性 の背 後 に あ って,こ れ

らを 貫 く共 通 性 や 一 貫性 に注 目 して み よ う。 そ れ は,こ れ らの各 都 市 で使 用 され る楽

器 の 問題 で あ る。 バ ム ンの民 族 舞i踊

の 多 様 な 形態 と種 類 につ い て は,上

に も触 れ た。 ま た,こ の 舞i踊集 団 の

形 成 原 理 の 複合 性 と 多 様 性 に つ い

て は,他 稿 で も論 じて い る[和 崎

1978]。 こ こで 注 目す べ きは,こ の

多 様 な 舞i踊をか なで る伴 奏具 の一 貫

性 で あ る。

 バ ム ンの伝 統 楽 器 は,多 様 を 極 め

る。 王権 社会 の楽 器 は,多 様 で あ る。

写真46小 型のマ ラカス(バ ングー)。 ラフ ィ

    ア ・ヤシ製 である

15)筆 者は,Cohenの いう創造 ・借用 ・修正 とい う生活手段と,都 市 における集団境界論を重ね

 て,都 市生活者の生 き抜 き戦略の理論的考 察 を小稿 にま とめたことがある([和 崎 1988]参

 照)。
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写真47 マ ン ビラ系 の ピエ ク ップ の楽 器。 ラフ ィア ・ヤ シ製 で あ る

プ ェ ップ ェ ッ ト(kPekPet )と い う 摩 擦 音 を 出す 楽器(写 真34),マ ラ カス の バ ング ー

(bangott,図7,写 真46),小 太 鼓 のモ ー ン フ ォ ン(mo-mfon,図15),マ ン ビ ラ系 統 の

弦 楽 器 とい え る ピエ ク ップ(piekup,写 真47),大 太 鼓 の ンダ ム(ndam,写 真48),と 多

様 を きわ め る。 が こ こで も,広 く共 通 して使 われ て い るの は,バ ング ー とプ ェ ップ ェ

ッ トで あ る。 そ して,重 要 な こ とは,カ メル ー ンの 各都 市 のバ ム ン民族 結 社 で 最 もポ

図15モ ー ンフォン

   の小太鼓

写 真48王 の太鼓 ンダム
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ピ ュ ラーな,こ の2つ の楽 器,バ ン グー とプ ェ ップ ェ ッ トが,シ ン ・カ ー ラの ラ フ ィ

ア ・ヤ シで 造 られ て い る と い う こ とであ る。

 舞 踊 の 種 類 と して は,メ ン ドゥが 多 く12都 市 中10都 市 で 踊 られ て い る。 そ れは,バ

ム ン音 楽 で最 もポ ピュ ラー な 「若 者 の踊 り」 だか らで あ る。 この 踊 りの な かで 口哺 さ

れ る歌 詩 は,即 興 も含 めて 愛 や 性 の讃 歌 や,富 者 ・権 力 者 に 対 す る皮 肉 ・椰 喩 な ど,

年 老 い た 大 人 も こよ な く愛 す る,バ ム ン民 衆 の常 な る心 意 気 を 表 わ す もので あ る。 そ

して,こ の メ ン ドゥの若者 大 衆 の踊 りに は,必 らず,ラ フ ィア ・ヤ シか ら作 った バ ン

グ ーの マ ラカ ス と,プ ェプ ェ ッ トの摩 擦伴 奏 器 が 随 伴 して い る。 他 方,こ の 「民 の

歌 」 メ ン ドゥ とは裏 腹 に,王 族 の踊 りンダ ンジ ェ は,ど の 都 市 に もさ ほど多 く見 られ

な い。12都 市 の う ち3都 市 のバ ム ン結 社 で 踊 られ て い る にす ぎ ない 。 これ は,ン ダ ン

ジ ェが 「王 族 の踊 り」 とい う,誰 に も可 能 な踊 り とい う訳 で は な いか らで あ る。 こ こ

に は,「 王 に係 わ りが あ る」 と い う形 で,一 つ の メ ンバ ー シ ップ の意 識 や 「王 の許 可 」

の意 識 が 働 い て い る か らで あ る。

 さて,こ の 王 族 の踊 り ンダ ンジ ェに は,重 要 な バ ム ンの政 治 構 造 上 の 問題 が内 包 さ

れ て い る。 実 際 に,カ メル ー ンの各 都 市 で,こ の王 族 の踊 りを 組 織 し舞踊 許 可 を 与 え

て い るの は,バ ム ン王 か ら王 子 タ イ トル の尊 称(nji)を 与 え られ た,多 くは結 社 の 長

で あ る ンジた ちで あ る。 つ ま り,「 王 の子 」 が,王 族 のダ ンス を 承 認 す る構 造 に な っ

て い る。 しか も,こ の伝 統 王 制 の 上 で の擬 制 「王子 」 ン ジは,現 代 バ ム ン社会 に お け

るタ イ トル で あ る シ ェフ ・シュペ リエ ール((〕hef Sup6rieur)と い う形 で さえ も,さ

らにバ ム ン王 か ら叙 勲 さ れ顕 彰 され て い る。 こ こで の,「 王 子 」 ン ジや シ ェフ ・シュ

ペ リエ ール の タ イ トル保 持 者 は,基 本構 造 と して は,バ ム ン王 か ら ヤ シ酒 を与 え られ

るか,も し くは,こ れ と 同等 の 意 味 を持 つ 鳥 の羽 根 フ ィ0ン グー(fi ngou)を 彼 の頭

髪 に さ され る こと に よ って,こ の 権 威 を もの にす る こ とが で きる(カ ラ ー写 真5)。

ラ フ ィア ・ヤ シ文 化 が,バ ム ン伝 統 王 と ンジの 王子 と を 「親 子 」 関 係 の う ちにつ な ぎ,

現代 王 一roiと,現 代 政 治 シス テ ム の上 で の重 要 なチ ー フ,シ ェ フ ・シ ュペ リエ ール

とを,こ れ ま た擬 制 的 な親 子 関係 で つ な いで い るの で あ る。

 この構 造 は,ヤ シ酒 の み な らず,上 に述 べ て きた舞i踊の多 様 性 の 背 後 に あ る,伴 奏

楽器 の一 貫 性 の なか に も,認 め る こ とがで きる。 ヤ シ製 の楽 器 が,各 都 市 に あ るす べ

て の バ ム ン結 社 の 存 在 を,王 都 の ラ フ ィア ・ヤ シの森 か ら生 ま れ た 「ヤ シ」 の 国王 に,

つ ない で い るので あ る。 図14の 「聖 な る国 の ヤ シ酒 」 で示 した よ うに,バ ム ンに お い

て 新 王 は,必 ず 「国 の森 」 にで か け,こ こで 王 の ヤ シ酒 を抽 出 して これ を 王 宮に 持 ち

帰 り継 承 儀 礼 で ヤ シ酒 を飲 み,家 臣 や ンジ に これ を 与 え る こ と に よ って,王 た る こ と

                                     427



国立民族学博物館研究報告別冊 12号

を神 と先祖により承認され祝福される。ヤシから生まれた王が,ヤ シで各都市にバム

ンの長をつ くり,そ して彼に導かれる民にもヤシから生まれる音楽の世界を供与する

のである。そうすることによって,各 都市に散らばったバムンの民は,神 一王につな

がって祝福されることができるのである。

6.王 子 タイ トル叙勲儀礼 とヤシ文化

 バ ム ン王 権 制 度 の 政 治構 造 を,そ の 根幹 か ら,長 い 歴 史 をつ らぬ いて 支 え て きた の

は,王 と そ の 中央 集権 が 鎮座 す る 中心 都 市ﾘ王 都 の村 落 に 対 す る支 配 関係 で あ り,そ

れ が空 間 的 に ヒエ ラル キ ーを構 成 す るべ く展 開 した集 落 間 の 都市 一 村 落 関係 で あ り,

そ れ を家 族 ・リネ0ジ 原 理 に収 検 させ た 王一 ンジー ンガ ン ジ ュの 王 を め ぐる擬 制 的 な

親 子 関係 で あ り,そ して,そ れを さ らに 象徴 と して 表 明 した ヤ シ文 化 の 共 通性 と連 続

性 で あ った16》。 こ こで は,そ れ が,現 代 のバ ム ン社 会 に お け る儀 礼 文 化 の な か に も

展 開 して見 られ る こ とを 述 べ て み よ う。

 こ こで は,バ ム ン王 が 王族 で は ない 一般 バ ム ン民衆 に 「王子 」格 の タ イ トル,ン ジ

(nji)を 授 与 して 顕 彰 す る,ス ー ン ジ(s� nji)の 儀 礼 を と りあ げ る こ とに す る。 第11

代 の ブ オ ン ブ オ王 以 来,歴 代 のバ ム ン王 は,原 則 と して 一生 に一 度,王 子 タ イ トル の

ン ジを 民衆 に与 え るス ー ン ジ儀 礼 を開 催 す る こと がで き る。第18代 の現 王 も,1984年

8月25日 に こ の ス ー ン ジ儀 礼 を挙 行 した。 これ に よ って,52人 の新 しい ン ジが誕 生 し

た(表6)。

 この と き顕 彰 され た52人 の新 ンジ は,5種 類 の カ テ ゴ リー に 分 類 され て,民 衆 の

前 で 表彰 さ れ た。 バ ム ン族 の 王都 フ ンバ ンで は,王 宮 を 中 心 と して,朝 か ら ンダ ム

(π幽切 の太 鼓 が な され,こ の 日 に大儀 礼 一祭 り(漉 妙励g謝 プの が あ る こ とを,バ ム

ン民衆 に知 らせ る(写 真48)。 この太 鼓 は,ラ フ ィ ア ・ヤ シの幹 で あ る カ ムズ ー の表 皮

を 削 った棒 を,楽 器 の バ チ棒 と して い る。 こ こで も,ラ フ ィア ・ヤ シの 文化 が,民 衆

に儀 礼 と い う神 と の交 流 を 知 らせ るの で あ る。

 こ う して 参 集 した,新 ン ジ とな る叙 勲者 が,王 宮 とモ ス クと の間 にあ る広 場(ku yen一

ブo)に 一 列 に 並 ぶ 。 そ して,ま ず,バ ム ン王権 組 織 の なか で 内務 大 臣 と いえ るマ ン シ

sッ ト大 臣 が,「 ン ジ」 の歴 史 と役 割 につ いて,こ の 広 場 の 回 りを 埋 めつ くした大 群

集 に説 明 す る。 何 種類 もあ る ンジ格 の該 当者 の,ま ず第 一 番 目が,「 王 の 子」ﾘ王 子 で

16)バ ムン王権社会の重層的な ヒエ ラルキー構造 に焦点 をあてた論考 と して,筆 者は,「 バ ムン

 族の王権 と村落支配」 という論をまもめている([和 崎 1980]参 照)。
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あ る。 この こ とか ら,勲 功 に よ って ン ジに な る者 も,格 と して横 に 相 並 ぷ こと に な る

王 子 と同等 の扱 いを 受 け る こ とに な る。 そ の結 果,王 と ン ジ とは,互 い に 「父 子 」 関

係 に 入 ると い う こ とが,メ タ フ ァー と して 表 明 され 確i認され るの で あ る。

 先 に見 た よ うに,新 王 誕 生 の 際,ン ジつ ま り 「王 子 」 た ちや 王 と直 接血 縁 でつ なが

る王 子 た ち は,王 の 前 に進 み膝 ま づ き,両 の 素手 を さ しだ して王 か ら注 が れ た ヤ シ酒

を飲 み ほ した。 もち ろん,脱 帽 し敬 意 を 表 して で あ る。 そ こで,注 意 を 要 す る点 は,

この ス ー ンジ の新 ン ジ任 命 儀 礼 で も同 じ所 作 が演 じ られ る点で あ る。

 薪 ンジ に任 命 され た者 は,王 の 信任 厚 い2人 の ンジに つ き添 わ れ て 王 の 前 に 進 み

で る。 こ こに は,王 の前 の空 間 が神 聖 領 域 で あ る こ とを 表示 す る,メ ン ジ ャム ドゥ

(η吻 掴η4の の ダ ブル ゴ ン グ とそ れを た た く棒 とが 置 かれ て い る(カ ラ ー写 真6)。 そ

して,こ の た た き棒 は,ラ フ ィア ・ヤ シの幹 の カ ム ズか ら造 った もの で あ る。

 神 聖 領 域 が 造 りだ され る時,そ こにい つ も ラ フ ィア ・ヤ シが 関連 して い る。 第1章

で 述 べ た ラフ ィア ・ヤ シ製 の ゴザ,ク ワラ ク ワラは 王 の鋳 像 の神 聖 性 を 保 つ べ くそ の

囲 い に使 用 され た。 この時 も,メ ンジ ャム ドゥと 同 じ く,王 へ の接 近 お よび侵 入 の 不

能 と禁 止 が 明示 され た。 ま た,バ ム ン王 家 の 戦 い の踊 りバ ン シエを 踊 る時,そ の楽 器

と奏者 を 囲 って 神 聖化 す るの も,ク ワラ ク ワラの ゴ ザ か ラ フ ィア ・ヤ シの 葉 で作 った

間仕 切 りで あ る。 こ う した結 果 を ラフ ィァ ・ヤ シの 産物で 指示 す る文 化 は,西 カ メ ル

ー ンの バ ミレケ ・小 チ ー フダ ム に も広 く展 開 して 分 布 す る もので あ る17)(写 真49)
。

写 真49は,バ ム ンに隣接 す る小 チ ー フダ ムの バ ンジ ュ ン首 長 領 で み られ た,ア イ染 め

写 真49バ ン ジ ュ ン ・チー フダ ム で の ラフ ィア布 に よる結 界

17)端 信行は,カ メルーン中西部 の高原地帯 に広が るンゲ ンバ系のマンコン首長制社会を対象

 に,王(=首 長)の ダ ンスをめ ぐる結社 の集会が開かれる時,こ こで も入 口に ラフィア ・ヤシ

 の葉 がノレンの ようにかけ られることを報告 している[端 1987:137-138]。 バム ンで は,王

 宮の戦いの踊りバ ンシエを開催す る時,ラ フィア ・ヤシの葉で門を形造る。また,結 婚儀礼の

 際にも,嫁 を迎え る家屋の入 口にラフィァ ・ヤシの葉 が 「しめ縄」 のよ うにかけ られ る。
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を伴 うラ フ ィァ布 製 の結 界 表 示 で あ る。

 ラフ ィ ア ・ヤ シに よ って 空 間 的 に 表示 され た 王 の神 聖 領域 に進 みで た新 ン ジは,王

の 眼 の前 で 膝 ま づ き,両 の 素 手 を 王 に さ しだす 。 頭 は,も ちろ ん脱 帽 の まま で あ る。

ス ー ンジ儀 礼 で は,王 は,ヤ シ酒 で はな い が,そ れ と同 じ意 味 を もつ フ ィー ング ー と

呼 ば れ る赤 い鳥 の 羽根 を 新 ン ジの 頭 に さ して や り,こ の時 新 ン ジが両 の素 手 で王 の手

を 包 む こ とを 許 可 す るの で あ る。 こ う して 新 ンジが承 認 され る。 こ こに見 られ る構 図

は,ヤ シ酒 その もの を与 え るの で はな い が,新 王 の 即位 儀 礼 で み られ る,王 子 を は じ

め とす る ンジ に対 す る王 の 「ヤ シ酒 交付 」 と 同一 の構 造で あ る。 そ して,バ ム ンに 伝

統 的 で 文化 の根 幹 を な す 「ヤ シ酒 交 付 」 の儀 礼様 式 は,先 代 王 以 来 イ ス ラム化 され た

その イ ス ラム教 儀 礼 に も展 開 して 現 れ る。 メ ッカ巡 礼 の旅 にで るバ ム ン民衆 を,イ ス

ラ ム王 ス ル タ ンと して のバ ム ン王 は,こ の 「ヤ シ酒 交 付 」儀 礼 の様 式 で 祝 福 し送 り だ

す の で あ る(写 真50)。

 さて,こ こで,ス ー ン ジ儀 礼 や王 の ヤ シ酒 交付 儀 礼 と重要 な一 致 を み る儀 礼 が あ る。

それ は,バ ム ン王権 の 重要 な伝 統 的大 臣 職 コム 伽 吻 の任 命儀 礼 で あ る。 コム は・ ふ

つ うバ ム ン語 で サ ー ンバ ・パ ・コム,つ ま り7人 の伝 統 コム大 臣 と呼 ば れ,バ ム ン王

権 の始 祖 ン シ ャー ラ王以 来,王 の側 近 の 諮 問大 臣 と して歴 代 王 の 側 に つ いて 代 々そ の

相 談 役 と して の 役割 を 遂行 して きた もので あ る。

 さて,コ ム が 身分 相 続 され る と,そ の取 り巻 き連 が,こ の コム継 承 者(画 π4ψ〉 を

王宮 に運 ぶ 。 そ して,王 は,先 代 コム よ り預 託 されて いた 遺言 に よ る継 承者 と,こ こ

に来 た人 物 が 一 致 して 本 当の コ ムの 後継 者 か ど うか チ ェ ックす る。 ム ン ジ ュ@吻Z`)

写真50バ ムンのイス ラム教儀礼に もバムンの伝統 的

    「ヤシ酒交 付」の様式が登場する
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と呼 ば れ る役 職 者 が新 コム とされ る人 物 の手 を と り,王 の前 に導 く。 これ は,ス ー ン

ジ儀 礼 に お け る ンジの 新 ン ジを導 く構 図 と同0の もの で あ る。 王 は,遺 言 と照 合 して

正 しけれ ば,赤 い色 の 鳥 の 羽根 を薪 コム の頭 に 「か ん ざ し」 と して さ して や る。 この

鳥 の羽 根 の 名 称 は,こ こで も,フ ィー ングー で あ る。

 か つ て,こ の羽 根 を 受 け と り得 るの は,7人 の伝 統 的 な コム だ けで あ った。 さて,

王 宮 で は この時,伝 統 の 羽 根 を か ざす と同時 に,王 が 新 コム に コー ラの 実 ペ ッ(カ6り

とヤ シ酒 とを与 え て飲 ませ る。 王 は,王 自身 の角 盃 ドゥン グ ー(ぬng�)で,新 コム に

ヤ シ酒 を 注 い で や る。 こ の儀 礼 に よ って,新 コム は,王 に 対 して 隠 し事 がで きな くな

る。 バ ム ン族 全 体 の祖 先 に,王 と コム との 契 りを ヤ シ酒 で 誓 った か らで あ る。 この誓

い の ヤ シ酒 の盃 を 交わ した以 上,こ れ を 破 る と死 に値 す る とバ ム ン民衆 に信 じ られ て

い る。 この こと は,バ ム ンの 結 婚 の誓 い に お け る ヤ シ酒 の契 り と同 じ意味 と同 じ構 造

を もつ もので あ る。

 そ して,今 度 は,新 コムが 同0行 為 を 自 らの親 族 内 リネ ー ジ内 で展 開 す る。 つ ま り,

新 コムが,コ ム の 家系 に お け る重 臣 に 同 じ儀 礼 を行 うので あ る。 そ れ は,ン ジが 自 ら

の親 族 の な か で 彼 の 治 め る家 族 長 に対 して この 同一 儀 礼 を行 うの とま った くパ ラ レル

な文 化 的 仕 組 み を な して い る。

 つ ま り,7人 の 伝統 大 臣 コム は,そ の集 団 内 に ン ジか らみ た ンガ ン ジ ュに相 当す る

コム ・ンダ ・ン ジ(んoη η磁 唖)を 擁 して い る。 した が って,王 一 ン ジー ンガ ンジ ュ と

い う擬 制 的 親 子 ラ イ ン と,王 一 コ ムー コム ・ンダ ・ンジ と い う擬 制 的 親 子 ライ ン ・系

統 線 とが 同 一 の 意 味 を もつ。 コム は,も ち ろん,ン ジの肩 書 き保 持 者 で あ り,第1級

の ン ジで あ る。 この ン ジで あ る コム が,今 度 は,コ ム ・ンダ ・ンジ に,王 か ら 自 らが

赤 い フ ィー ン グ ーの 羽根 を さ して も ら ったの と同 じよ うに,フ ィー ・マ ンガ ップ(f2

mangap)の ニ ワ トリの 羽 根 を さ してや る。 こ こで,コ ム は 「(王の)相 談 役 」 の 意 味 で

あ る。 コム ・ンダ ・ンジ は 「ン ジの家 の コム」 つ ま り 「ンジの家 の相 談 役 ・参 謀 役 」

の 意 味 で あ る。 そ して,コ ム ・ンダ ・ン ジは,も ち ろん,ン ガ ンジ ュ のタ イ トル保 持

者 で あ る。 この こ とか らも,王 一 ンジー ンガ ンジ ュの 系 譜 ライ ンと,王 一 コム ー コム

・ンダ ・ン ジの系 譜 ライ ンが 一致 して い る こ とが判 る
。

 この継 承 ライ ンを め ぐる政 治 ・文 化構 造 を整 理 して み よう 。 王 が,ン ジで あ る コム

相 談 役 に赤 い鳥 の羽 根 を 授 け,次 に コ ムが,ン ガ ンジ ュで あ る 自分 の相 談 役 に ニ ワ ト

リの 羽根 を授 け る。 同様 に,王 が 自 らの 即位 儀 礼 に おい て,「 王 子 」 で あ り 「息 子 」

で あ る ン ジに ヤ シ酒 を 与 え,そ の ンジが 自 らの父 の地 位 継 承儀 礼 で,「 息 子 」 で あ る

ンガ ンジ ュた ちに ヤ シ酒 を与 え る。 か よ うに,王 を 頂 点 とす る2つ の儀 礼 の 構 造 は 一
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致 して い る。 こ う した 同一 構 造 か ら,後 に は,ン ジで あ る コ ム の親 族集 団 内 で は,コ

ム ・ンダ ・ンジ とい う限 られ た家 族 長 の み な らず,そ の他 の ン ガ ンジ ュの家 長 の 継 承

儀 礼 で もヤ シ酒 と同 時 に 鳥 の羽 根 を そ の頭 につ けて や る よ うに な った。 ここに,ヤ シ

酒 と鳥 の羽 根 とが,バ ム ン王 権 社 会 の 政治 ・文 化構 造 上,同 一 の象 徴 的意 味 を も って

い る こ とがわ か る。 こ う した理 由か ら,ス ー ン ジの 王子 タ イ トル 授 与儀 礼 に お い て,

王 は,新 ンジに,ヤ シ酒 と ま った く同一 の 意 味 を も った赤 い鳥 の 羽 根 フ ィ ングー を そ

の頭 に つ けて や った の で あ る18)。 先 代 王 以 来,イ ス ラム化 され たバ ム ン社 会 で は,ヤ

シ酒 とは い え 「酒 」 に 対 す る微 妙 な配慮 が働 き,今 回 の ス ー ン ジ儀 礼 で は 実際 の ヤ シ

酒 を 登場 させ ず,そ れ を代 弁 し表 象 す る赤 い羽 根 の み を登 場 させ た(カ ラー写 真5)。

その方 が イ ス ラ ム王 権 の 社会 規 範 上,整 合 性 が あ るよ うに判 断 され,か よ うに 演 じ ら

れ た,と 考 え られ る。 ま た逆 に,前 述 した よ うに,イ ス ラム儀 礼 に この ヤ シ酒儀 礼 の

伝 統 様 式 が展 開 して い くこ と も起 こ って い る(写 真50)。 バ ム ン伝 統 文 化 とイス ラ ム

18)Sohは,バ リ,パ フツ,ン クウェン,バ ツの諸首長領社会を対象と しなが ら,バ メ ンダ高原

 地方 に広 く 「高貴 な赤い羽根」が分布 し,こ れが高度な象徴的意 味を もつ ことを指摘 している。

 ここでは,一 般人 は赤い羽根をつける ことが許 されず,王 家の血統をひ く者,貴 族,も しくは

 高 い社会的地位に昇進 した男のみが,こ の赤 い羽根をつ けることがで きる。また,新 王は,ラ

 フィァ ・ヤシの杖 の頂天に赤 い羽根 をつけることによ って,最 高 の政治権 力つま り首長権(王

 権)を もつ ことを表 明する とい う[SoH l984:275-285]。

  これは,バ ム ンの赤い羽根使用の用法 と似 かよ った構造を もつ。 しか も,上 の例で は,や は

 りラフィア ・ヤ シと赤い羽根とが結びついている。 この ことは,バ ム ン王権 のカメルー ン中西

 部高原昏の軍事的展 開や政治的協力関係 の 歴史 と深い関連があると考え られ る。Tarditsに よ

 ると[TARDITs 1980=976],バ ム ン王権 は,イ スラム化(1894年)以 前 には,パ レンブー ト,

 パ ガブ,バ リア ンガ,パ フサム,バ ジ ュンなどの首長領 と関係 を もち,イ ス ラム化以後 には,

 バ ンジュン,マ ドゥニ ャム,フ ォンパ ラム,フ ォンガ,フ ォンジャ,マ ブ,メ クブムの7つ の

 地域及び首長領を征服 した りこれ らと提携関係を もった り している。筆者が同席 した,こ の7

 チーフダムの一つ,バ ンジュンの新 首長の承認儀礼に も,や は り赤 い羽根を帽子にさ した首長

 が登場 していた。カメルー ンの 中西部 の高原地帯一帯をおお う,軍 事 ・征服関係や通商関係 の

 長い歴史を考慮すると,王 権象徴の首長領間の相互増幅関係が想定 され る。
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教現代文化とが,ヤ シ文化を基軸に複合化 しているのである19)。

 以上に述べてきたように;バ ムン王権社会は,王 を頂点とした諸関係の複層化 と範

列的な複合化を,図 のようにはかってきたと捉えられるのである(図16)。

 ス ー ンジ儀礼

 「王 子 」 タ イ トル 叙 勲儀 礼 の ス ー ン ジ儀 礼 で は,52人 の0般 バ ム ン民 衆 が 「王 子 」

と して の ンジに承 認 され た 。 これ らの人 び とは,5種 類 の 「ン ジ」 顕彰 者 に分 類 され

る。 つ ま り,同 じ 「ンジ」 で あ って も,等 級 ・ラ ンクが 異 な るの で あ る。 そ の5種 類

と は,① パ ・ンダ ・ トー二(ρ αη4α60吻),② ン ジ ・ビエ ンフ ォ ン(nji bi� m fon),

③ ン ジ ・コム ・シ ン シュ ッ ト ・ブム トゥン グー(nji kom shi-nshut gbu-mut�gu),④ ン

ジ ・コム ・シ ンシ ュ ッ ト(nji kom shi-nshut),⑤ ンジ(nji),の5つ で あ る。

 ま ず,例 外 的 な肩書 といえ るパ ・ンダ ・ トー二 につ いて 説 明 しよ う。 パ ・ンダ ・ ト

ー二 の パ は 「人 び と」,ンダ は 「家 」,ト ー二 は 「突 き破 って 入 る」 とい う意 味 で あ るn

ンジで な い0般 民 衆 は,ま ず 王 と挨 拶 した り直 接 の会 話 や接 触 を もつ こと はで きな い。

だ が ンジな らば,脱 帽 して膝 まつ くな ど一 定 の様 式 にの っ と った作 法 をつ う じて,王

と接 触 が 可 能 とな る。 こ こで い うパ ・ンダ ・ トー 二 は,王 へ の接 近 の うえ で,普 通 の

ンジ以 上 の 例 外 的 な権 利 を も って い る。 パ ・ンダ ・ トー二 は,必 要 とあれ ば 何 の 儀 礼

的作 法 を 示 す こ とな く,「 取 り継 ぎ」 大 臣 の マ ン シュ ッ トや 「取 り継 ぎ」 役 大 臣 の 王

妃 の許 可 な くと も,直 接 に 自 らの判 断 で 王 に近 接 し,事 態 を 報 告 した り王 の命 を 直 接

受 け た りす る こ とがで き る。 特 に,戦 時 に お い て は,パ ・ンダ ・トー 二 が一 刻 を 争 う

な かで 重 要 な役割 を果 た す 。 パ ・ンダ ・トー 二 は,こ う した ン ジ以 上 の権 限 を与 え ら

れ て い る役 職 なの で あ る。 まず,パ ・ンダ ・トー 二 の3人 が,王 の 眼 前 に 呼 び だ され

表彰 され た(表6)。

 次 に 表彰 され た の は,ン ジの な かで も特 別 の ン ジで あ る王 妃 の2名 で あ る。 この ス

ー ン ジ儀 礼で 表彰 され た新 ンジ は,例 外を 除 い て 全 員 が 男性 だ が・ この2名 の 王妃 だ

け はい わ ば例 外 的 に 顕彰 され た。 しか しな が ら,こ の2名 の 王妃 は,こ の 日の後,宮

廷 政 治 組 織 の なか で,大 臣職 をつ か さ どる 「男 性 」 と して 表彰 さ れ た ので あ る。 他 の

35人 の 王妃 とは異 な ると い う意 味 で,ン ジ ー「王 子 」 に任 じ られ た の で あ る。

 次 に,一 般 の 「ン ジ」 の なか で も,0等 級 の ン ジで あ る,ン ジ ・コム ・シ ン シ ュ ッ

19)王 子タイ トル叙勲儀礼(ス0ン ジ儀礼)は,ま たちがった意味で,バ ムン伝統社会と国民社

 会 とをつないでいる。つまり,こ の叙勲儀礼でバム ン王 の 「王子」 とな った者 のなかには,カ

 メルー ン国家の大 臣経験者,法 務省の局長,コ ー ヒー全 国組合の役員,カ メルー ン運輸協会の

 役員などのよ うな,現 代 国家社会で活躍する人物が入 っている。こうして,バ ム ン伝統儀礼が

 民族社会 と国民社会の価値 とをつな ぐのである([和 崎 1989a]参 照)。
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表6 スー ・ンジ儀礼 で新 ンジに任名された者

役 職  名   前 居住市 町村 ・街 区
通し
番号

(1) パ ・ンダ ・トー二(一 般所作な しで王に接近で きる例外的役職)

1 ヨ ンニ ュ ・イザ ック ヤウンデ市 1

2 ンジ カ ム ・シモ ン ヤウンデ市 2

3 ンシ ュ ヤー マ ・ア リマ クパ ・メ ンケ村 3

(2) ンジ(王 妃の ンジ)

1 ブー ト ・サ ビ ア トゥ王妃 フ ンバ ンの王宮 4

2 マ ンシ ュ ッ ト ・アサ マ ウ王 妃 フンバ ンの王宮 5

(3) ンジ ・コ ム ・シ ンシ ュ ッ ト ・ブ ム トゥ ングー(警 察 権 を もつ廷 臣の ンジ=1等 級)

1 ア ルハ ジ 。ア ブ ド ゥラー イ ・ンジ グ ンベ ドゥアラ市(フ ランス人) 6

2 ペ ケ ケ ウ 。セ イ ド ゥ フラップ市 7

3 ア ッジ ャ ・メ ム ナ ヤウンデ市 8

4 ア ルハ ジ ・ウス マ ヌ ・シ ン トゥオ フンバ ン市(ジ ンケ街 区) 9

5 ンサ ングー ・ペ ユオ ー ニ ャ ・マ マ ドゥア ラ市 10

(4) ンジ ・コム ・シ ンシュ ッ ト(廷 臣 の ンジ:2等 級)

1 ア ルハ ジ ・アブバ カー ・シ ャプ ア ン ク ン ドゥンベ ン 11

2 アル ハ ジ ・マ マ ・ラナカ メ ク ン ドゥンベ ン 12

3 アル ハ ジ ・シ ュェ イ ブ ・マ プ ラ クパ ・カ ニ ャム村 13

4 ミム シ ャ ・マ マ ヤウンデ市 14

5 ア ル ハ ジ ・ン ジ ュクユ ー ・イ ド ゥリス ドゥア ラ市 15

6 ンサ ング ー ・マ マ ドゥ フ ンボ ツ ト市 16

7 モ ル ・セ イ ド ウ フ ンボ ッ ト市 17

8 ア ルハ ジ ・ム ンバ ー ニ ャ ・ア マ ド ゥ フ ンボ ッ ト市 18

9 ンサ ング ー ・イス マ イ ラ フ ンボ ツ ト市 19

10 ペ ンゲ ンゼ ・ジ ヤ ン フ ンバ ン市(ジ セ街区) 20

11 アル ハ ジ ・ジ ョエ ヤ ・ア ル ナ ンガウンデ レ市 21
,

(5) ンジ(普 通の ンジ:3等 級)

1 ア ルハ ジ ・フ ォムニ ャム ・ムサ クパ ・メ ンケ村 22

2 ア ルハ ジ ・ンダ ム ・ラ ミ ・ガル バ ヤゥンデ市(ハ ウサ族) 23

3 ム リ ヨム ・フ ンジ ュ ・モ イ ーズ ヤウンデ市 24

4 ア ルハ ジ ・フ ォ ッシ ・マ マ クパ ・メ ンケ村 25

5 ペ プ ー ラ ・ア ユ バ ンジタポン村 26

6 パ ム ・イ ド ゥ リス フ ンボ ッ ト市 27

7 ジ ユオ ニ ュ エ ツ ト ・アマ ドウ ンジタポン村 28

8 ヴ ェ ッ コム ・ア リ ク ン ドゥムー マ ンフ ユ村 29

9 シ ン グー ・ス レ ク ロ ム村 30

         "
10 モタ ポ ン ・ア フ ドゥ バ ニ ャム村 31

11 ンジ ョル ・ア マ ドゥ(ボ ロ ロ) ディダ ンゴ村(ボ ロロ族) 32

12 ス ン フ ー ・フ ォ ペ ン ・ジ ャ ン マ ンス ア ン村 33

13 ガ ム シ ッ ト ・ペ フー ラ フ ンバ ン市 34
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14 ヌ ー ・マ テ ・ウス マ ヌ(村 長) マ ンデ ィ ンガ村 35

15 マ プ ー ラ ・シュェ イ ブ クパ ー カー ニ ャム村 36

16 モ ル ・セ イ ドゥ マ リエ ン村 37

17 ア ルハ ジ ・ム ンタ ムベ ーマ ・ママ フンバ ン市(ク ンガ街区) 38

18 ア ル ハ ジ ・ング ーマ ク ゥェ ッ ト ・ア ブ ドゥ ポ ンデ ィム ン村 39

(イ マ ー ム)

19 ジ ュ ン ドム ・ス レ クテ ィエ村 40

20 ブ ァイ ェクー ユ ・ダ ウダ マ ンガn村 41

21 ブ オ ム ブ オ ・アダ ム マ タ シ ュオ ム村 42

22 ジ ュオ ンクー ・イ ヌ ッサ フ ォセ ッ ト村 43

23 ム ビ ラ ・ンジマ ・ウマ ル マ ンキ村 44

24 ム ンシエ ・アマ ドゥ クオ ング ップニ ェ ッ ト村 45

25 ム リ ヨ ム ・ア ミ ド ゥ ジ ンサ ム トゥア ン村 46

26 ブ オ ンブ オ ・ム ッサ フンバ ン市(ジ ンダーラ街区) 47

27 グ ア ンゼ ン ・アマ ド ウ フンバ ン市(ジ ンダー ラ街区) 48

28 タ ング ・ダ ウダ マ トウフ ァ村 49

29 クオ トゥ ・イ スマ イ ラ マ ン シ ヤ村 50

30 ン ゴン グ ・ア ダ ム フンバ ン市(フ ンテ ン街区) 51

31 ム フ ィ ラ ・ム ッサ(バ ンパ ・奏 者) フンバ ン市(マ ンベ ン街区) 52

ト ・ブ ム トゥ ン グー の5人 が 叙勲 を受 け た。 ンジ は 「王子 」格,コ ムは 「貴人 」,シン

シ ュ ッ トは 「廷 臣 」, ブ ム トゥ ン グー は 「警 察 官 職 」 を,そ れ ぞれ 意 味 す る。か れ ら

は,見 張 り番 や 社 会 管理 を行 う 「貴 い廷 臣」 と して の ンジな ので あ る。 さ らに,同 様

の 「貴 い廷 臣」 と して,二 等 級 の ン ジで あ る ン ジ ・コム ・シ ン シェ ッ トに11人 が 任命

され た。 これ は,警 察 的役 割 を もた な い,宮 廷 で の諸 々の 世話 と雑 事 を 旨 とす る ン ジ

で あ る。 そ して 最 後 に,三 等 級 の ンジ とい え る 「普 通 の ンジ」 で あ る ンジ が,新 ン ジ

の叙 勲 を 受 け た ので あ る。

 これ ら52人 の新 ンジた ちが,王 の前 で 膝 ま づ き,王 か ら赤 い 羽 根 を 頭髪 にか ざ して

も ら った。 か れ らは,さ らに叙 勲 者 と して の 象 徴 を 王 か ら授 与 され る。 新 ンジの 膝 ま

つ く拝 受 の所 作 は,王 か らの ヤ シ酒 授 与 の模 擬 行 為 とい え るのだ が,か れ ら新 ンジの

な かに は,さ らに 強 くヤ シ文化 と結 びつ いた 儀 礼 行 為 を うけ た者 が い る。 それ は,ま

ず 一 番 目に王 か ら顕 彰 され たパ ・ンダ ・ トー二 で あ る。

 王 の 承認 が ラフ ィア ・ヤ シを 通 じて な され る こ とが,様 ざ ま な レベ ル で 現 われ る。

こ こで も,王 は,パ ・ンダ ・ トー 二 の王 へ の 「超 法 規 的接 近 」 に対 して,ラ フ ィア ・

ヤ シを 与 え て,王 に よ る 自 らの 承 認 を 表 明 した(カ ラ ー写 真7)。 つ ま り,王 は,3人

の パ ・ンダ ・ トー二 に対 して,ラ フ ィア ・ヤ シの小 枝 と葉 とを授 与 した の で あ る。 し

か も,そ の授 与 様 式 は,王 位 継 承 儀 礼 や ン ジ継 承儀 礼 に お け るヤ シ酒 交 付 の儀 礼 と,

ま った く同 じ様 態 を 示 す もの で あ る。
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 これ は,王 の厚 い 信頼 と破 格 的 な承 認 の 印で あ る。 なぜ な ら,パ ・ンダ ・ トー二 は,

この ラフ ィア ・ヤ シの 枝 の シ ンボル に よ って,王 自身 が もつ ラ フ ィア 。ヤ シ畑 の一 部

を も らい 受 け る こ とを バ ム ン民衆 の前 で 承 認 され た か らで あ る。パ ・ンダ ・トー 二 は,

実 質 的 に ラ フ ィア ・ヤ シ畑 を 譲 り受 け る。 こ こか ら 「王 の 」 「神 聖 な」ヤ シ酒 を 自 らの

もの と して 抽 出 す る こと がで きる。 も ちろ ん,こ の ヤ シ酒 は,日 常 の 市 で 売却 して 日

常経 済 に活 か す こ とがで きる。 だ が そ れ 以 上 に,も っ と宗 教 的 な レベル で,「 王 の 力 」

を宿 した 「部族 祖 先 の酒 」 と して 治 療 儀 礼 や 白 呪術 に活 用 す る こ とがで き る。 さ らに

は,も う一 歩 展 開 して,そ う した 王 の 絶大 な神 秘 力 を含 ん だ ヤ シ酒 を 強 調 し,文 化 価

値 と権威 の価 値 を 経 済 的 に 活 用 して 利 益 を あ げて い くこ と もで きる。 こ う した経 済 的

繁 栄 も,王 と祖 先 に よ って,ラ フ ィア ・ヤ シを 媒 介 に して もた らされ るの で あ る。

 2番 目か ら5番 目の カ テ ゴ リー に入 る,そ れ ぞ れ の ン ジは,ス ー ンジ儀 礼 の完 遂 を

待 って,後 日,各 新 ンジ の都 合 の よ い 日を 王 宮 に 申告 して,そ の 日に ン ジで あ る こ と

の シ ンボル を 授 け られ る こ とに な る。 そ れを 持 参 す るの は,王 の 命 を 受 け た副 王 バ

ニ ・フ ォ ン(gbatnyi mf()n)と 王 妃(mbi6 mfon)で あ る(写 真51)。 こ こで 王 妃 が

重 要 な意 味 を もつ 。 なぜ な ら,王 は新 ン ジで あ る 「王子 」 格 の 擬 似 的 な親 子 関 係 に入

り,ひ いて は 王 と王 子 の 関 係 に擬 せ られ るか らで あ る。 す る と,王 の妻 で あ る王 妃 と

新 ンジ と は・ これ ま た擬 制 的 な母 子 関 係 に入 る こと に な る。 王 は,37人 ⑳ 王妃 の な か

の ど の王 妃 を そ れ ぞれ の新 ン ジの 「母 」 にす るか を 決 め て い る。 この 王 の命 に そ って,

擬 制 的 な 「母 」 とな る王 妃 が ンジ の象 徴 を 新 ン ジの家 まで 届 けて や るの で あ る。 つ ま

り,ヤ シ酒 交 付 を 基本 モ チ ー フ と した新 ンジ任 命儀 礼 が,37人 の 王妃 と新 ン ジを 「母

子 関係 」 に つ な い で い く,と い う王 権 に よ る新 しい社 会 ・政 治 的 ネ ッ トワー キ ングを

写真51現 代 国家の法務省の高級官僚 とならた新 ンジを祝福 に

    きた王妃 たち。 この新 ンジと 「母子関係」に入 る
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 図17

ンジの 宝 器

スグル の 鐘 図19 ラフ ィア ・ヤ シの カ ム ズ製 サ ヤ 図18 ンジの宝器 ニーの刀

生 み だ して い くの で あ る20》。

 この ン ジの 象徴 と は,ス グル(suguru)の 鐘 と ニ ー(4yi)の 刀,そ れ に これ らを 入 れ

た袋 プ ワ ング ー(Pωa ngu.)で あ る(図17,18,カ ラー 写 真8)。 プ ワ ン グー とは 「国

の袋 」 とい う意 味で あ る。 新 ン ジは,ン ジの 諸 シ ンボ ル を届 け られ る とす ぐ さま ス グ

ル の 鐘 を と りだ して これ を た た く。 ンジの証 しを,こ こに 参 集 した,こ の新 ンジ の権

威 に 服 す る 親族 メ ンバ ー全 員 に,知 ら しめ るの で あ る。 さ らに 贈 られ た 刀 で 副王 の刀

と交 え て,新 ン ジの武 力 と威 力 を誇 る。 この 刀 を収 め るサ ヤが,ラ フ ィア ・ヤ シの幹

カム ズ か ら作 られ て い る(図19)。 あ るい は 王 の力 を 代 弁 す る副 王 の 刀 の力 と交 流 す

る こ とに よ って,王 の 力 と祖 先 の力 とを獲 得 す る ので あ る。 そ して,こ れ らの重 要 な

シンボル すべ て を 包 み込 み,い つ もそ の 力 を保 管 す るの が プ ワ ン グー 「国 の袋 」 と呼

ば れ る伝 統 的 な ラ フ ィア ・ヤ シ製 の 袋 で あ る。 ラ フ ィア ・ヤ シの 葉 の繊 維 で で き た袋

が,新 ンジで あ る こ とを証 明 し,王 ・王妃 と の擬 制 的 な 親子 関 係 の契 と絆 を保 障 して

つ な ぐの であ る。

 さて,こ の 王子 タ イ トル 叙 勲 の ス ー ンジ儀 礼 で,バ ム ン王 権 社 会 に と って 極 め て重

要 な も う一 人 の人 物 が これ ま た民 衆 の前 で 顕 彰 され た。 それ は第 二 副 王 で あ る。 バ ム

ン王 権 社 会 で は,副 王 を2人 置 い て い る。 特 に19世 紀 以 降,イ ス ラ ム教 と キ リス ト教

がバ ム ン社会 に伝 播 して きて 以 来,バ ム ン王 はそ れ ぞ れ の普 遍 宗 教 の信 者 か ら一 人 ず

20)こ れについては,日 本ア フ リカ学会第22回 学術大会において 「カメルー ン ・バム ン族の王子

 儀 礼一 アフ リカ首長制社会 における儀礼 と政治」 と題 して報告 した。いずれ論文 の形にまと

 めたい。
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つ副 王 を選 ん で い る。 そ して,こ の 日,キ リス ト教 徒 の第 二 副 王 の 継承 者 が 選 ば れ た

ので あ る。 新 副 王 は,第 一 副 王 に手 を 引 か れ,ン ジ には 一本 しか与 え られ な い フ ィー
                                    つえ

ング ーの 羽 根 を 多 数(8本)頭 上 に突 き さ し,ク ンバ ・ン グー(肱 励 α㎎切 「国 の杖 」

と呼 ばれ る ラフ ィア ・ヤ シの カ ム ズゐ・らで きた杖 を も って,大 観 衆 で うめ つ くされ た

王 宮前 広 場 で,副 王 た る こ とを承 認 され た(カ ラ ー写 真9)。 ンジ と同様,副 王 と い う

バ ム ン王 権 社 会 の 中 枢 を,こ こで も ラ フ ィア ・ヤ シの 文 化 が組 み たて 意 味づ け支 え て

い る ので あ る。

7.む す び バ ムンのヤシ文化複合の伝統 と現代的再生

王子 タイ トル叙勲儀礼 とバ ムン民族儀礼

 王子 タ イ トル 叙 勲 の ス ー ン ジ儀 礼 と,現 代 の カ メル ー ン国家 に お け るバ ム ン民 族 結

社 とを つ な ぐ例 があ る。 そ れ は,ン ガ ウ ンデ レ市 に お け るバ ム ン民 族 結 社 の 長 が,こ

の新 ンジ任 命 儀 礼 で ン ジに任 じ られ た ことに よ る。

 現 代 の カ メル ー ン国 民 体制 の なか で,シ ェ フ=シ ュペ リエ ール と シェ フの持 つ意 味

を こ こで 考 えて おか ね ば な らな い。 現 代 の カ メル ー ン国 家 で は,伝 統 的 な 政 治首 長 の

「文 化 的 」権 威 の 見 直 しが計 られ,国 家 が それ ぞ れ の伝 統 首 長 を一 等 級 か ら三 等 級 に

分 けて い る。 つ ま り,国 家 が伝 統 首 長 の承 認 を 行 って い るわ けで あ る。 こ う して,カ

メル ー ン国家 と して も,観 光 資 源 や 文 化 資源 の基 盤 を 整 備 しよ うと した わ け で あ る。

特 に,カ メル ー ンの よ うに,65の 民 族 か ら成 り,国 内 に一 説 に は200に も及 ぶ伝 統 的

首 長領 を 内包 して い る社会 で は,こ の伝 統 首 長 を 現 代 の 社会 体制 の なか で,消 失 させ

ず に 承認 して 位 置 づ けて い く ことに 意 味 が あ る。

 こ う した時,バ ム ン王 の よ うに,カ メル ー ン国 内 で も最大 規 模 の伝 統 王 国 の一・つ に

数 え られ る王 国 の 首 長 は 「一 等 級 の 伝統 首 長 」 に 任 じられ る。 も う少 し規模 の小 さ な

小 首 長 国の バ ミレケ諸 首 長 な ど は,「二等 級 の伝 統 首 長 」 とい う国家 の 承認 を お墨 つ き

と して も らうの で あ る。 そ して,こ れ らの伝 統 首 長 の下 位 に位 置 す る従属 首 長 は,そ

れ ぞ れ トップの 最 高首 長 が一 等 級 な ら,二 等 級 の 首 長,さ らに その 下 位 を しめ る首 長

は三 等 級,ト ップの 伝 統首 長 が二 等級 な ら,そ の 下 は三 等 級 とい うよ うに,位 置づ け

られ る ので あ る。

 したが って,バ ム ン王 は カ メル0ン を 代 表 す る 「最 大 」 と い って も過言 で は な い位

の一 等 級 の 伝 統 首 長 だ か ら,そ の 命 を 受 け る直 接 下 の首 長 は二 等 級 の 伝統 首 長 に,カ

メル ー ン国 家 か らお墨 付 きを 伴 って任 じられ る こ とに な る。 こ う して,バ ム ン王 は,
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カ メル ー ン 国の 各地 に散 らば った王 子 や ン ジを含 む 自 らの直 属 の部 下 た ちを再 編 成 し,

現 代 国 家 の 承認 とい え る 「二 等級 伝 統 首 長 」 の タ イ トル を限 られ た 者 だ け に与 え た の

で あ る。 そ れ が,シ ェ フ ー シュ ペ リエ ー ル(Chef Superieur)の 制 度で あ る。 そ して,

こ の シェ フ ー シ ュペ リエール の指 図 と管 制 を うけ るバ ム ンの指 導 者 た ちを,単 純 な シ

ェ フ(Chef)に 任 じた ので あ る。 だか ら,カ メル ー ンの首 都 で50万 都 市 の ヤ ウ ンデ の

なか で バ ム ンの人 た ちを束 ね て い るバ ム ン ・ボ ラ ンタ リー ・ア ソ シエ ー シ ョ ンの 長,

ンジ ・ペ プ ラ ・ヤ クバ は シ ェフ ー シュペ リエ ール と して バ ム ン王 か ら任 命 され たが,

そ の 名刺 に 「シェ フ ー シュ ペ リエール ・バ ム ン」 で はな く 「伝 統首 長 ・二 等 級 」 の 肩

書 きを す り込 ん で い る。 こ うす れ ば,カ メル ー ンにあ る比 較 的 規模 の小 さ な他 の 「王

国」 の首 長 と二 等 級 とい うこ とで 同列 に並 べ るか らで あ る。 規 模 は小 さ くと も,伝 統

的 な首 長領 の 「一 国 の 王」 に擬 せ られ る ので あ る。

 カ メル ー ン全 国 に 広 く展 開 した各 都 市 の バ ム ン民 族 結 社(ボ ラ ンタ リー ・ア ソ シエ

ー シ ョ ン)の な か で,シ ェ フ ー シ ュペ リエ ール に 任 じ られ て い るの は,ド ゥ ア ラ市,

表7 王 が シ ェフ ・シュペ リエ ール を統 御 し,シ ェフ ・シ ュペ リエー ル が シ ェ フを統 御 す る

  王

 フ ォン

(一等 首 長)

シ ェフ ・シ ュペ リエ ー ル

    ン ジ

   (二等 首 長)

1

2

7

 シ ェ フ

ンガ ンジ ュ

(三 等 首長)

プダ市

バ メンダ市

バ ンキ ン町

フ塑繋 ミ 4ド。アラ市/
5ヤ ウ ンデ市

11ン ガ ウ ンデ レ市

16ン コンサ ンバ 市

   ll

シ ェ フ ・シ ュペ リエー ル

ンジ ・ジ ョエ ア ス レ

3 クンバ 市

9

10

12

13

バ ニ ヨ市

テ ィバ テ ィ市

ガ ル ア市

フ ィジル 町

 シ ェフ

バ ンガ郡(ア ロ ンデ ィス マ ン)

   ブ オンブ オ ・ウマ ル

ル ム郡

   ヤ クバ

マ ン ジ ョ郡

   フ ォ ッシ ア リ

ム ロ ン郡

   ペ ンペ ーマ イ ッサ

(番号 は表5の 番 号 と一致 す る)
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ヤ ウ ンデ市,ン コ ンサ ンバ市,ン ガ ウ ンデ レ市 の4市 の リー ダ ーた ちだ け で あ る(表

7)。 この4人 の バ ム ン結 社 の リー ダ ーの うち,2人 は,17代 王 ジ ョェ ァ を 父 に抱 く

王 子 と しての ン ジで あ る。 もと よ り,伝 統 的 な ンジの タ イ トル を冠 して い る。 バ ム ン

王権 に と って み れ ば,そ の伝 統 的 な 政 治 支配 の体 制 は 「王 一 ン ジー ンガ ンジ ュ」 とい

う擬 制 的父 子 の系 統 と,そ れ と ま った く同 様 の構 造 と意味 を もつ 「王 一 コムー コム ・

ンダ ・ンジ」 とい う擬 制 的父 子 の系 統 との二 つ に よ って,支 え られ て い た。 しか も,

この 二 つ の支 配系 統 は,ヤ シ文 化 の 媒 介 に よ って 同 一 の 意 味 と構 造 に収 敏 して い た。

 そ こで,現 代 の バ ム ン王 権 社 会 に と って みれ ば,政 治権 力 の キバ を カ メル ー ン国 家

体 制 に抜 か れ も って い かれ た 今 日,そ の 現代 国家 の 意 味づ けの な か に,自 らの政 治構

造 と文 化 的 意 義 を接 続 させ これ を 結 合 して い く必 要 が生 じて くる。 そ こで,「王 一 シェ

フ ・シュペ リエ ール ー シェ フ」 とい う現代 国民 文 化 の なか で 意 味 づ け され 再 編 され 承

認 され た 系統 を,伝 統 的 政 治 文 化 の 文 脈 の なか に 今一 度 位 置づ けそれ を 再 度 意 味 づ け

した り,あ るい は咀 囎 しな お さな くて は な らない 。 こ う して,「王 一 シ ェフ ・シュ ペ リ

エ ール ー シ ェフ」 の 現 代 的 な 「首 長 」 の系 統 と,「 王 一 ン ジー ンガ ンジ ュ」と い う伝 統

的 な首 長 の系 統 を 結 びつ け るの で あ る。 この と き,2名 の シ ェ フﾘシ ュペ リエ ール は,

自然 に伝 統 的政 治 制 度 に ス ライ ドさせ て 位 置 づ け られ る。 なぜ な ら,も と も と王 子 と

して の ン ジだか らで あ る。 した が って,残 り2名 の シ ェ フ=シ ュペ リエ ー ル を,ど う

して も伝 統 的 な ン ジの ラ ン クに相 当 させ る必要 が生 じる。 こ う した 経 緯 を へ て,バ ム

ン王 は,ン ガ ウ ンデ レ市 の バ ム ン民 族 結 社 の 長(シ ェ フ ー シ ュペ リエ ール)を 新 ン ジ

任 命儀 礼 で 大 々的 に 顕 彰 して ン ジに任 じた の で あ る。 そ う して,も う一 人 の シ ェ フー

シ ュペ リエ ール, ドゥア ラ市 のバ ム ン民 族 結 社 の 長 に は,ス ー ンジ儀 礼 で 顕 彰 は し

て い な い が,こ れ よ りず っと以 前 に,王 女 を その嫁 と して 与 え,シ ー ・フ ォ ン(shi

mfon)ﾘ王 の姻 族 の 「子 」 と して,擬 制 的 な 父 子 関 係 を こ こで も確 立 した の で あ る。

そ して,こ の ドゥア ラ市 の シ ェフﾘシ ュ ペ リエ ール に も,ン ジと 同 じ赤 い 羽 根ﾘフ ィ

ー ・ング0を ヤ シ酒 交付 の儀 礼 と 同 じ様 式 で もって 与 え た ので あ る
。 そ して,ン ガ ゥ

ンデ レ市 の シ ェフ=シ ュ ペ リエ ール は,当 然 の こ と と して ス ー ン ジ儀 礼 に お い て,こ

の ヤ シ酒 儀 礼 の様 式 を も った フ ィー ・ング0の 赤 い 羽根 授 与 を 王 か ら受 け た ので あ る。

か よ うに して,バ ム ン王権 社 会 は,「 王 一 シェフ ・シュペ リエ ール ー シ ェ フ」 と い う

現 代 国 家 の権 威 づ け の意 味 を 「王 一 ン ジー ンガ ン ジュ」 とい うバ ム ン固 有 の 伝 統 文 化

の構 造 に 接 合 して 自 己定 着 させ た の で あ る(表7,図16)。 しか も,そ れ は,ヤ シ文

化 の 持 つ 文化 的表 象 性 の 創 造 力 と共 同 幻想 力 を 現代 的意 味 に 蘇生 して 活 用 す る もの で

あ った の で あ る。
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付 記

 この報告は,文 部省科学研究費海外学術調 査による国立民族学博物館(主 査 ・和田正平教授)

か らの数次にわたるアフ リカ学術調査(課 題番号59041068番)の 成果の一部をなす ものであ る。

東京外 国語大学 アジア ・アフ リカ言語文化研究所(主 査 ・富川盛道教授,日 野舜也教授)に よる

調査の成果 も活 用されている。テ ィカール族 の物質文化 に関 しては,大 阪芸術大学の下休場 千秋

専任講 師に写真 の提供 をいただいた。記 して これ らの方 々に感謝 したいと思 う。
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